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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた  

基本的考え方（案）   

昨年末の「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（以下「重点戦略」という。）のとりまとめを  

受け、社会保障審議会少子化対策特別部会においては、本年3月より、●回に渡り、次世代  

育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた議論を行い、今後の具体的な制度体系設  

計の検討に向け、以下のとおり基本的考え方をとりまとめた。   

我が国の少子化の現状は猶予を許さないものであり、また、国民の高い関心もある。こうした  

ことを念頭に、経済財政諮問会議や地方分権改革推進委員会などから様々な指摘が出され  

ていることも踏まえながら、引き続き、税制改革の動向を踏まえつつ、必要な財源の手当を前  

提として、以下の基本的考え方に基づき、速やかに議論を進めていく必要がある。その際、社  

会保障国民会議においても関連する議論が行われており、連携を図りながら議論を進めていく  

必要がある。  

1基本認識  

（1）新制度体系が目指すもの  

（すべての子どもの健やかな育ちの支援）  

○ 次世代育成支援のための新たな制度体系（以下「新制度体系」という。）においては、  

「すべての子どもの健やかな育ちの支援」という考えを基本におくことが重要である。  

（結婚・出産一子育てに対する国民の希望の実現）  

○ 重点戦略で示されたとおり、我が国においては、結婚・出産・子育てに対する国民の希   

望と現実が大きく帝離している現状がある。この帝離を生み出している社会的要因を取り   

除くことを通じ、国民の希望する結婚・出産・子育てが実現できる社会としていくことが求め   

られている。  

（働き方の改革と子育て支援の社会的基盤卯琴筆）  

○ また、人口減少下における持続的な経済発展の基盤としても、「若者や女性、高齢者の   

労働市場参加の実現」と「国民の希望する結婚や出産・子育ての実現」の二点を同時達   

成することが必要であり、就労と出産・子育ての二者択一構造を解決する必要がある。  

そのためには、「働き方の改革による仕事と生活の調和の実現」という考え方と、「親の   

仕事と子育ての両立や家庭における子育てを支援する社会的基盤の構築」という考え方   

の両面を基本におくことが必要である。  

（未来への投資）  

○ 新制度体系においては、次世代育成支援が、良好な育成環境の実現により、子どもの   

成長に大きな意義を有するとともに、社会問題の減少など長期的な社会的コストの低減も   

期待され、また、将来の我が国の担い手の育成の基礎となるものであり、「未来への投資」   



であるという視点を共有する必要がある。  

（2）新制度体系に求められる要素  

（包括性■体率魁  

○ 新制度体系においては、給付内容や費用負担がそれぞれの考え方に基づき行われて   

いる次世代育成支援に関する給付・サービス（※）を、広く包括的に捉えた上で、関係府   

省間において連携を図りつつ、体系的に整理していくことが必要である。   

※ 保育・放課後児童クラブといった仕事と子育ての両立を支えるサービスの他、地域  

子育て支援拠点事業などの子育て支援サービス、妊婦健診等の母子保健サービス、  

児童虐待防止や社会的養護、児童手当・育児休業給付などの現金給付などが含ま  

れる。これらサービス・給付が、市町村や都道府県の連携等により、総合的に行われ  

ることが必要。  

（普遍性）  

○ 新制度体系においては、地方公共団体の適切な関与の下で、誰もが、どこに住んでい   

ても、必要なサービスを選択し、利用できるようにすることが必要である。  

（連続性）  

○ 新制度体系においては、事業主の取組と地方公共団体の取組の連結や十分なサー   

ビス量の確保等を通じ、育児休業明けの保育所入所、就学後の放課後児童クラブの利   

用等、切れ目ない支援が行われるようにすることが必要である。  

（3）効果的な財政投入、  そのために必要となる財源確保と社会全体による重層的な負担  

○ 我が国の次世代育成支援に対する財政投入は、諸外国に比べ規模が小さい（※）。今   

後、サービス量の拡大を行っていくためには、一定規模の効果的財政投入が必要である。   

そのために、税制改革の動向を踏まえつつ検討を行い、必要な負担を次世代に先送り   

するようなことはあってはならない。  

※家族関係社会支出の対GDP比を見ると、欧州諸国が2～3％であるのに対し、日本は  

1％未満となっている。また、日本の社会保障全体に占める家族関係社会支出は4％に   

過ぎず、欧州諸国と比較しても際だって低い。  

○ 新制度体系において必要な費用の負担のあり方を考えるに際しては、次世代育成支   

援が、将来の我が国の担い手の育成を通じた社会経済の発展の礎（未来への投資）とい   

う側面を有することを踏まえ、社会全体（国、地方公共団体、事業主、個人）で重層的に   

支え合う仕組みが求められる。  

○ 今後、国民的議論を喚起し、次世代育成支援に対する社会全体での負担の合意を得   

る努力を行うことが必要である。  
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2 サービスの量的拡大  

（1）「質」が確保された「量」の拡充  

○ 次世代育成支援に対する財政投入全体の規模の拡充が必要であるが、緊急性の高   

さや実施や普及に時間がかかることを考慮し、とりわけサービス（現物給付）の拡充に優   

先的に取り組む必要がある。  

○ 我が国の子育て支援サービスは、全般的に「量」が不十分であり、保育サービス、放課   

後児童クラブや、地域子育て支援拠点、一時預かり、社会的養護など、様々なサービス   

において、必要な人が必要な時に利用可能な状態にはなっていない。特に、保育サービ   

スや放課後児童クラブなど、仕事と子育ての両立を支えるサービスについては、サービス   

基盤の整備と、女性の就業希望の実現が相互に関連するため、大きな潜在需要を抱え   

ている。  

○ 保育サー・ビス等については、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において1   

0年後（2017年）の目標として掲げられたサービス量の実現に向け、「新待機児童ゼロ作   

戦」の展開等により、待機児童の多い地域への重点的取組とともに、女性の就業率の高   
まりに応じた潜在需要にも対応し、スピード感を持って量的拡大をすることが必要である。  

○ その際には、限られた財源の中で、子どもの健やかな育成のために必要な「質」の確保   

と、「量」の拡充の必要性のバランスを常に勘案することが求められる。  

（2）「量」の拡充に向けた視点・留意点  

○ 保育サービス等の抜本的な「量」の拡充を実現するためには、認可保育所の拡充を基   

本としつつ、多様な主体が、働き方やニーズの多様化に対応した多様なサービスを提供   

する仕組みとしていくことが必要である。その際、多様な提供主体の参入に際しての透明   

性・客観性を高めるとともに、「質」の担保の方策を考えていく必要がある。  

○ また、従事者の中長期的な需給を見通しながら、その確保のための方策を検討してい   

く必要がある。その際には、仕事と生活の調和や業務のやり甲斐、キャリアパスなど、人   

材の定着に向けた働き方や処遇のあり方についても、併せて検討する必要がある。  

3 サービスの質の維持・向上  

（1）全体的奉還  

○ 質の高い専門性のあるサービスを提供することで、子どもの最善の利益を保障し、子ど   

もの健やかな育ちを支援することが重要である。  

○ 保育サービス、放課後児童クラブ、その他各種子育て支援サービス、社会的養護など   

について、子の年齢、家庭の状況、サービス利用時間、サービスヘの親の関わり方、サ  
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－ビス提供方法などに応じたサービスの質の確保やその検証を行っていくことが重要で  

ある。  

○ 将来的に優れた人材確保を行っていくためには、保育士等の従事者の処遇のあり方は   

重要であり．、サービスの質の向上に向けた取組が促進されるような方策を併せて検討す   

べきである．⊃  

（2）保育サーービス  

○ 子どもの健やかな成長に大きな影響を及ぼす保育サービスに関しては、担い手に相応   

の専門性が必要である。また、多様化する家族間題への対応、親に対する支援、障害   

をもつ子どもの受入れなど、保育サービスの担う役割が拡大しており、それに対応した専   

門性の向上も求められる。  

○ 保育所に期待されている役割の拡大に応じ、人格形成期のすべての子どもに対する   

適切な保育が確保されるよう、保育士や専門職等の職員配置や、子どもの生活空間等   

の保育環境の在り方を検討する必要がある。  

○ 保育環境等のあり方については、利用者の意見や地域性、地方公共団体やサービス   

提供者の創意工夫の発揮に十分配慮しながら、その維持・向上を図ることが必要であり、   

科学的・実証的な調査・研究により継続的な検証を行っていく仕組みを検討していく必   

要がある。  

○ 保育サー・ビスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、その他の認可   

保育所以外の多様なサービスを視野に入れ、地域のすべての子どもの健やかな育ちを   

支援するため、保育サービス全体を念頭においた「質」の向上を考える必要がある。  

○ 保育サービスは、行政、サービス提供主体及び保護者が、連携・協力してサービスを   

改善していくという視点が重要である。  

4 財源・費用  

（1）社会全体による費用負担  

○ 次世代育成支援は、「現在の子育て家庭に対する福祉」としての側面のみならず、将   

来の我が国の担い手の育成を通じた社会経済の発展の礎（未来への投資）という側面や、   

仕事と子育ての両立支援としての側面を有し、我が国の重要な政策課題である。新制度   

体系において必要な費用負担のあり方を考えるに際しては、次世代育成支援が、こうし   

た側面を有することを踏まえ、1（3）の基本認識の下、社会全体で重層的に支え合う仕   

組みが求められる。  

○ また、次世代育成支援に関する給付・サービスの目的や受益とそれらに対する費用負  

担のあり方が連動すべきものであることを踏まえ、国・地方自治体・事業主・個人が、それ  
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ぞれの役割に応じどのように費用を負担していくか、さらに踏み込んだ議論が必要である。  

㈱の配慮  

○ 保育所をはじめ子育て支援サービスの主たる実施主体である市町村の厳しい財政事   

情に配慮し、新制度体系への地方負担について財源の確保を図るなどにより、サービス   

水準を維持・向上させていくことを検討する必要がある。  

○ その際、地域特性に応じた柔軟な取組を最大限尊重しつつ、不適切な地域差が生じ   

ないような仕組みを考える必要がある。  

○ 公立保育所の一般財源化による影響を踏まえた議論が必要である。  

（3）事業主の費用負担  

○ 事業主の費用負担を考えるに際しては、次世代育成支援の現在の労働者の両立支  

援としての側面、将来の労働力の育成の基礎としての側面などを考慮するとともに、働き  
方と関連の深いサービスなど、個別の給付・サtビスの目的・性格も考慮すべきである。  

（4）利用者負坦   

○ 弄り用者負担について、給付費に対する負担水準をどうするか、その設定方法をどうす   

るか等は重要な課題であり、低所得層が安心して利用できるようにすることに配慮しつつ、   
今後、具体的な議論が必要である。  

（5）その他  

○ また、給付に対する社会全体（国・地方自治体・事業主・個人）の重層的負担、利用   

者負担に加え、多様な主体による寄付の促進方策についても検討すべきである。  

5 保育のサービス提供の仕組みの検討  

（基本的考え方）  

○ 希望するすべての人が安心して子どもを預け働くことができるように、全国どこにおいて   

もー定水準の保育機能が確保され、かつその質の向上が図られるとともに、保育の機会   

がそれぞれの事情に応じて選択できることを基本に考える必要がある。  

○ 保育のサービス提供の仕組みについては、保育サービスを量的に拡大し、利用者の多   

様なニーズに応じた選択を可能としていくために、効率化を図っていく必要がある。   

併せて、保育サービスには、対人社会サービスとして、以下のような公的性格■特性が   

あり、これらを踏まえる必要がある。   

・良好な育成環境の保障という公的性格   

・情報の非対称性   

・質や成果の評価に困難が伴うこと   

・選択者（保護者）と最終利用者（子ども）が異なること   



子育て中の親が親としての役害りを果たすための支援など保育サービス提供者と  

保護者の関係は単なる経済的取引で捉えきれない相互性を有すること  

○ 従って、今日のニーズに対応し、利用者の多様な選択を可能とするため、保育のサー   

ビス提供の仕組みについては、こうした対人社会サービスとしての保育サービスの公的性   

格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム（完全な市場メカニズムとは別個の考え方に   

基づくもの）を基本に、新しい仕組みを検討していくことが考えられる。  

（保育サービスの必要性の判断基準）  

○ 保育サー・ビスの必要性については、現状では、各市町村が条例に基づき「保育に欠け   

る」旨の判断を行っているが、より普遍的に仕事と子育ての両立を支援する観点から、ま   

た、全国どこでも必要な保育サービスが保障されるよう、客観的にサービスの必要性を   

各地域で適切に判断できる新たな基準を導入するなど、保育サービスの利用要件のあり   

方を検討する必要がある。  

（利用方式のあり方）  

○ 保護者とサービス提供者の契約など利用方式のあり方についても、新しい保育メカニズ   

ムの考え方を踏まえつつ、利用者の多様なニーズに応じた選択を可能とする方向で、保   

育をめぐる需給バランスの改善とも並行して、さらに検討していく必要がある。  

○ その際、保護者は基本的に子どものために選択を行うと期待されるが、保護者と子ども   

の利益が一致しない場合に子どもの利益を配慮すること、保育支援の必要度が高い子ど   

もの利用が損なわれないこと、サービス提供者による不適切な選別がなされないこと等、   

保育サービスの提供の責任を有する市町村等が適切に関与する仕組みや 

情報を適切に入手、理解できるような支援、選択に際しての判断材料として機能しうる情   

報公表や第三者評価の仕組み等を併せて検討することが必要である。  

○ また、これらの新しい仕組みを導入する場合には、新たな基準により保育サービスの必   

要性が認められた保護者が、それぞれの事情に応じて保育サービスを選択できるだけの  

「量」が保障されること、また、それを裏付ける財源の確保がなされることが不可欠であ   

る。  

（地域特性への配慮）  

○ さらに、保育サービスが、基本的に利用する保護者の生活圏で提供され、地域との関   

わりが密接であることにかんがみ、地方公共団体が、地域の保育機能の維持向上や質   

の向上に適切に権限を発揮できる仕組みが必要である。  

○ また、待機児童がいる都市部と、過疎化が進み厳しい財政状況の中でやっと保育機   

能を維持している地域とでは、問題の質や、取り組むべき内容が異なることに留意しつつ、   

実情に合わせた柔軟かつ質を担保した適切な支援を行う必要がある。   



（幼保連携）  

○ 幼稚園と保育所については、現行の幼稚園による預かり保育の実施状況や、認定こども   

園の制度運用の検証も踏まえ、関係府省間において連携を図りながら、就学前保育・教   

育施策のあり方全般に関する検討が必要である。  

て家庭に対する支援等  

○ 新制度体系における対象サービスを考えるに際しては、保育サービス等の仕事と子育   

ての両立に関わるもののみならず、妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、   

家庭訪問事業等、すべての子育て家庭に対する支援も同時に重要であり、その量的拡充、   

質の維持・向上、財源のあり方を考えていく必要がある。  

○ 子どもが病気になったときにできる限り保護者が仕事を休める働き方の見直しが必要で   

あるが、病児・病後児保育については、現状では、箇所数が限られており、誰もがどこに住   

んでいても必要な時に利用できる実情にはないため、就業継続に関して非常に重要な意   

義を有していることにかんがみ、保護者、事業主等の理解・協力の下、その拡充が必要で   

ある。  

○ 認定こども園や、放課後子どもプラン等についても、地域に実情に応じた事業の取組の   

実態を踏まえ、関係府省や地方公共団体とも連携して、保護者や子ども本位のサービス   

を行えるよう、柔軟な支援を行っていくことが重要である。  

○ 親の成長の支援の必要性等も踏まえ、地域の様々な次世代育成支援の取組を把握し、   

親の子育てを支援するコーディネーター的役割を果たす体制についても検討すべきであ   

る。  

○ 育児休業の取得促進には育児休業給付が重要であるなど、現金給付についても議論   

が必要である。  

7 多様な主体の参画・協働  

○ 利用者の視点に立った制度の見直し、運用改善を継続的に行い、制度の弾力性、持   

続可能性を図っていく仕組みを検討すべきである。  

○ 新制度体系に基づく次世代育成支援は、保護者、祖父母、高齢者をはじめとする地域   

住民、NPO、企業など、多様な主体の協働■参画により、地域の力を引き出して行ってい   

くべきである。  

○ サービスの担い手としては、依然として行政や社会福祉協議会などの半公的な主体が   

大半を占めているものもあり、新規参入のNPO等が参入しづらい現状がある。今後、多様   



な主体の参画に向けた検討がなされるべきである。  

○ 地方公共団体における施策の決定過程やサービスの現場等においても、親を一方的な   

サービスの受け手としてではなく、相互支援や、サービスの質の向上に関する取組などに   

積極的に参画を得る方策を探るべきである。  

8 特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する配慮  

○ 新制度体系の設計に当たっては、虐待を受けた子どもや社会的養護を必要とする子ど   

も、障害児など特別な支援を要する子どもや家庭に対する配慮を包含することが必要で   

ある。  

○ 社会的養護を必要とする子どもたちが、家庭的環境や地域社会とのつながりの中で生   

活ができるよう、サービスの小規模化や地域化が必要とされる。また、新制度体系下にお   

ける子育て支援サービスと社会的養護との連結に配慮した仕組みとすることが必要であ   

る。  

○ 新制度体系におけるサービスを考えるに際しては、障害を有する子どもやその保護者が   

地域の中で共に生活ができるよう、それらの親子が利用しやすいものとする配慮が必要と   

される。  

9 働き方の見直しの必要性・・■仕事と生活の調和の実現  

○ 少子化の流れを変えるためには、子育て支援に関する社会的基盤の拡充だけではなく、   

働き方の見直しによる「仕事と生活の調和」の実現を車の両輪として進めていくことが必要   

である。  

○ その際、仕事と生活の調和の実現と子育て支援に関する社会的基盤の拡充の両者が   

相互補完的な役割を有することを踏まえることが重要である。特に、0歳児保育、延長保   

育や病児・病後児保育など、働き方の見直しが不十分であるが故に、本来的なニーズ以   

上に必要とされているものもあり、サービスの拡充と同時に、父親も母親も家庭における子   

育ての役割を果たしうるような働き方の見直しが不可欠である。また、仕事と生活の調和   

の実現に取り組む企業に対する支援についても検討していくべきである。  

○ このため、昨年末に策定された「仕事と生活の調和（ワーク・ライフリマランス）憲章」及び  

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づき、仕事と生活の調和の実現に向け   

た取組を進めるとともに、仕事と子育てを両立できる環境整備に向けた制度的対応を含 く   

めた検討を進めるべきである。  

○ また、出産・子育て期の女性が、長時間の正社員か、短時間の非正規かといった働き  
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方の二極化を余儀なくされないようにしていくためにも、育児期の短時間勤務等の個人の  

置かれた状況に応じた多様で柔軟な働き方を選択できるようにするとともに、公正な処遇  

を確保することが重要である。  

○ この際、地方公共団体が見直し予定の後期行動計画等においても、働き方の見直しに   

関する検討左深め、実効性ある計画にすることが求められる。  

終わりに   

当部会の次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方は以上で  

ある。こうした基本的考え方を推進していくために、今後、サービスの利用者、提供者、地方公  

共団体、事業主など多くの関係者の意見を聞くとともに、国民的な議論を喚起し、次世代育成  

支援に対する社会的資源の投入についての合意を得ていくことが必要である。   

その上で、投入される財源の規模に応じた進め方に留意しつつ、その具体的制度設計につ  

いて、国民的な理解・合意を得ていく必要がある。  
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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた  

基本的考え方（素案）   

昨年末の「子どもと豪族を応援する日本」重点戦略（以下「重点戦略」という。）のとりまとめを  

受け、社会保障審議会少子化対策特別部会においては、本年3月より、●回に渡り、次世代  

育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた議論を行い、今後の具体的な制度体系設  

計の検討に向け、以下のとおり基本的考え方をとりまとめた。   

我が国の少子化の現状は猶予を許さないものであり、また、国民の高い関心もある。こうした  

ことを念頭に、経済財政諮問会議や地方分権改革推進委員会などから様々な指摘が出され  

ていることも踏まえながら、引き続き、税制改革の動向を踏まえつつ、必要な財源の手当を前  

提として、以下の基本的考え方に基づき、速やかに議論を進めていく必要がある。その際、社  

会保障国民会議においても関連する議論が行われており、連携を図りながら議論を進めていく  

必要がある。  

1基本認識  

（1）新制度体系が目指すもの  

（すべての子どもの健やかな育ちの支援）  

○ 次世代育成支援のための新たな制度体系（以下「新制度体系」という。）においては、  

「すべての子どもの健やかな育ちの支援」という考えを基本におくことが重要である。  

（結婚■出産・子育でこ対する国民の希望の実現）  

○ 重点戦略で示されたとおり、我が国においては、結婚・出産・子育てに対する国民の希   

望と現実が大きく帝離している現状がある。この奉離を生み出している社会的要因を取り   

除〈ことを通じ、国民の希望する結婚・出産・子育てが実現できる社会としていくことが求め   

られている。  

（働き方の改革と子育て支援の社会的基盤の構築）  

○ また、人口減少下における持続的な経済発展の基盤としても、「若者や女性、高齢者の   

労働市場参加の実現」と「国民の希望する結婚や出産・子育ての実現」の二点を同時達   

成することが必要であり、就労と出産・子育ての二者択一構造を解決する必要がある。  

そのためには、「働き方の改革による仕事と生活の調和の実現」という考え方と、「親の   

仕事と子育ての両立や家庭における子育てを支援する社会的基盤の構築」という考え方   

の両面を基本におくことが必要である。  

（未来への投資）  

○ 新制度体系においては、次世代育成支援が、良好な育成環境の実現により、将来の子   

どもの成長に大きな意義を有するとともに、社会問題の減少など長期的な社会的コネ卜の   

低減も期待され♭、また、将来の我が国の担い手の育成の基礎となるものであり、「未来へ   



の投資」であるという視点を共有する必要がある。  

（2）新制度体系に求められ  る要素  

（包括性・体系堕ユ  

○ 新制度体系においては、給付内容や費用負担がそれぞれの考え方に基づき行われて   

いる次世代育成支援に関する給付・サービス（※）を、広く包括的に捉えた上で、関係府  

省間において連携を図りつつ、  体系的に整理していくことが必要である。  

※ 保育・放課後児童クラブといった仕事と子育ての両立を支えるサービスの他、地域   
子育て支援拠点事業などの子育て支援サービス、妊婦健診等の母子保健サービス、   

児童虐待防止や社会的養護、児童手当・育児休業給付などの現金給付などが含ま   

れる。抑ビス・給付が、市町村や都道府県の連携等lこより、総合的lこ行われ   
ることが必要。  

（普遍性）  

○ 新制度体系においては、地方公共団体の適切な関与の下で、誰もが、どこに住んでい   

ても、必要なサービスを選択し、利用できるようにすることが必要である。  

（連続性）  

○ 新制度体系においては、事業主の取組と地方公共団体の取組の連結や十分なサー   

ビス量の確保等を通じ、育児休業明けの保育所入所、就学後の放課後児童クラブの利   

用等、切れ目ない支援が行われるようにすることが必要である。  

（3）効果的な財政投入、  そのために必要となる財源確保と社会全体による重層的な負担  

○ 我が国の次世代育成支援に対する財政投入は、諸外国に比べ規模が小さい（※）。今  

塵JLサービス量の拡大を行っていくため⊆蛙、一定規模の効果的財政投入が必要で  

ある。そのために、税制改革の動向を踏まえつつ検討を行い、必要な負担を次世代に先  

送りするようなことはあってはならない。  

※家族間係社会支出の対GDP比を見ると、欧州諸国が2～3％であるのに対し、日本は  
1％未満となっている。  また、日本の社会保障全体に占める家族関係社会支出は4％に  

過ぎず、欧州諸国と比較しても際だって低い。  

○ 新制度体系において必要な費用の負担のあり方を考えるに際しては、次世代育成支   

援が、将来の我が国の担い手の育成を通じた社会経済の発展の礎（未来への投資）とい   

う側面を有することを踏まえ、社会全体（国、地方公共団体、事業主、個人）で重層的に   

支え合う仕組みが求められる。  

○ 今後、国民的議論を喚起し、次世代育成支援lこ対する社会全体での負担の合意を得   

る努力を行うことが必要である。  

2 サービスの量的拡大  
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（1）「質」が確保された「量」の拡充  

○ 次世代育成支援に対する財政投入全体の規模の拡充が必要であるが、緊急性の高  

さや実施や普及に時間がかかることを考慮し、とりわけサービス（現物給付）の拡充に優   

先的に取り組む必要がある。  

○ 我が国の子育て支援サービスは、全般的に「量」が不十分であり、保育サービス、放課  

後児童クラブや、地域子育て支援拠点、一時預かり、社会的養護など、様々なサービス   

において、必要な人が必要な時に利用可能な状態にはなっていない。特に、保育サービ  

スや放課後児童クラブなど、仕事と子育ての両立を支えるサービスについては、サービス  

基盤の整備と、女性の就業希望の実現が相互に関連するため、大きな潜在需要を抱え   

ている。  

○ 保育サービス  等については、牒舌の調手口推進のための行動指針」において1  

0年後（2017   年）の目標として掲げられたサービス量の実現に向け、「新待機児童ゼロ作  

戦」の展開等により、箆機児童の多い地域への重点的取組とともに、保育サービス等に  

ついて、女性の就業率の高まりに応じた潜在需要にも対応し、スピード感を持って量的拡  

大をすることが必要である。  

○ その際には、限られた財源の中で、子どもの健やかな育成のために必要な「質」の確保  

と、「量」の拡充の必要性のバランスを常に勘案することが求められる。  

（2）「量」の拡充に向け  た視点・留意点  

○ 保育サービス等の抜本的な「量」の拡充を実現するためには、認可保育所の拡充を基  

本としつつ、多様な主体が、働き方やニーズの多様化に対応した多様なサービスを提供   

する仕組みとしていくことが必要である。その際、多様な提供主体の参入に際しての透明  

性・客観性を高めるとともに、「質」の担保の方策を考えていく必要がある。  

○ また、従事者の中長期的な需給を見通しながら、その確保のための方策を検討してい  

く必要がある。その際には、仕事と生活の調和や業務のやり甲斐、キャリアパスなど、人  

材の定着に向けた働き方や処  遇のあり方†こついても、併せて検討する必要がある。   

3 サービスの質の維持・向上  

（1）全体的奉還  

○ 質の高い専門性のあるサービスを提供することで、子どもの最善の利益を保障し、子ど   

もの健やかな育ちを支援することが重要である。  

○ 保育サーlビス、放課後児童クラブ、その他各種子育て支援サービス、社会的養護など   

について、子の年齢、家庭の状況、サービス利用時間、サービスヘの親の関わり方、サ   
ービス提供方法などに応じたサービスの質の確保やその検証を行って図っていくことが  
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重要である。  

○ 将来的に優れた人材確保を行っていくためには、保育士等の従事者の処遇のあり方は   

重要であり、．サービスの質の向上に向けた取組が促進されるような方策を併せて検討す   

べきである。．  

（2）保育サーービス  

○ 子どもの健やかな成長に大きな影響を及ぼす保育サービスに関しては、担い手に相応   

の専門性が必要である。また、多様化する家族問題への対応、親に対する支援、障害   

をもつ子どもの受入れなど、保育サービスの担う役割が拡大しており、それに対応した専   

門性の向上も求められる。  

○ 保育所に期待されている役割の拡大に応じ、人格形成期のすべての子どもに対する   

適切な保育が確保されるよう、保育士や専門職等の職員配置や、子どもの生活空間等   
の保育環境の在り方を検討する必要がある。  

○ 保育環境等のあり方については、保育環  室⊥⊥  L♪「／Tヽ丘  

利用者の意見や地域性、地方公共団体やサービス提供者の創意工夫の発揮に十分  

聖塵遡等に配慮しつつ、  その維持・向上を図ることが必要であり、保育環境等のあ  

ついて、科学的・実証的な調査・研究により継続的な検証を行っていく仕組みを検  

討していく必要がある。  

○ 保育サービスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、その他の認可  
保育所以外の多様なサ  ビスを視野に入れ、地域のすべての子どもの健やかな育ちを  

支援するた担ゝ＿保育サービス全体を念頭においた「質」の向上を考える必要がある。  

○ 保育サービスは、行政、サービス提供主体及び保護者が、連携・協力してサービスを   

改善していくという視点が重要である。  

4 財源・費用  

（1）社会全体による費用負担  
○ 新制度体系において必要な費用の負  

ては、次世代育成支  

援蛙が、「現在の子育て家庭に対する福祉」としての側面のみならず、将来の我が国の  

担い手の育成を通じた社会経済の発展の礎（未来への投資）という側面や、仕事と子育  

ての両立支援としての側面を有し、我が国の重要な政策課題である。新制度体系におい  

て必要な費用負担のあり方  を考えるに際しては、次世代育成支援が、こうした側面を有  

することを踏まえ、1（3）の基本認識の下、社会全体で重層的に支え合う仕組みが求め  

られる。  

○ また、次世代育成支援に関する給付・サービスの目的や受益とそれらに対する費用負  
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担のあり方が連動すべきものであることを踏まえ、国・地方自治体・事業主・個人が、それ  

ぞれの役割に応じどのように費用を負担していくか、さらに踏み込んだ議論が必要である。  

（2）地方財政への配慮  

○ 保育所をはじめ子育て支援サービスの主たる実施主体である市町村の厳しい財政事   

情に配慮し、新制度体系への地方負担について財源の確保を図るなどにより、サービス   

水準を維持・向上させていくことを検討する必要がある。  

○ その際、地域特性に応じた柔軟な取組を最大限尊重しつつ、不適切な地域格差が生   

じないような仕組みを考える必要がある。  

○ 公立保育所の一般財源化による影響を踏まえた議論が必要である。  

（3）事業主の費用負担  

○ 事業主の費用負担を考えるに際しては、次世代育成支援の役割における、現在の労  

働者の両立支援としての側面、工将来の労働力妙手の育成嬰基塵を通じた社会経済  

の発展の礎（未来への投資）」 としての側面などを考慮するとともに、働き方と関連の深い  

サービスなど、個別の給付・サービスの目的・性格も考慮すべきである。  

（4）利用者負担   

○ 利用者負担について、給付費に対する負担水準をどうするか、その設定方法をどうす   

るか等は重要な課題であり、低所得層が安心して利用できるようにすることに配慮しつつ、   

今後、具体的な議論が必要である。  

（5）その他  

○ また、給付に対する社会全体（国・地方自治体・事業主・個人）の重層的負担、利用   

者負担に加え、多様な主体による寄付の促進方策についても検討すべきである。  

5 保育のサービス提供の仕組みの検討  

（基本的考え互ま  

○ 希望するすべての人が安心して子どもを預け働くことができるように、全国どこにおいて   

もー定水準の保育機能が確保され、かつその質の向上が図られるとともに、保育の機会   

がそれぞれの事情に応じて選択できることを基本に考える必要がある。  

○ 保育のサービス提供の仕組みについては、保育サービスを量的に拡大し、利用者の多   

様なニーズに応じた選択を可能としていくために、効率化を図っていく必要がある。   

併せて、酢特性が   

あり、これらを踏まえる必要がある。  

良好な育成環境の保障という保育サービス の持つ公的性格、更には  

情報の非対称性  
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丁質や成果の評価に困難が伴うこと  

丁選択者（保護者）と最終利用者（子ども）が異なること   

二＿丁子育て中の親が親としての役割を果たすための支援など保育サービス提供者と  

保護者の関係は単なる経済的取引で捉えきれない相互性を有することなどの慎吾  

○ 従って、今日のニーズに対応し、利用者の多様な選択を可能とするため、保育のサー  

ビス提供の仕組みについては、こうした対人社会サービスとしての保育サービスの公的性  

格や特性も踏まえた新しい塩亘メカニズム（完全な市場メカニズムとは別個の考え方⊆   

基づくものとして、ここでは「準市場メカニズム」と呼 ぶ。）を基本に、新しい仕組みを検討し   

ていくことが考えられる。  

（保育サービスの必要性の判  断基準）  

○ 保育サービスの必要性については、現状では、各市町村が条例に基づき「保育に欠け   

る」旨の判断を行っているが、より普遍的に仕事と子育ての両立を支援する観点から、ま  

た、地域によって判断が異なることなく全国どこでも盗塁生保育サービスが保障されるよ   
う、客観的にサービスの必要性を各地域で適切に判断幸三量る新たな基準を導入する   

など、保育サービスの利用要件のあり方を検討する必要がある。  

（利用方式のあり方）  

○ 保護者とサービス提供者の契約など利用方式のあり方についても、「準市場新しい保  

宣メカニズム4の考え方を踏まえつつ、利用者の多様なニーズに応じた選択を可能とする  

方向で、保育をめぐる需給バランスの改善とも並行して、さらに検討していく必要がある。  

○ その際、保護者は基本的に子どものために選択を行うと期待されるが、保護者と子ども   

の利益が一致しない場合に子どもの利益を配慮すること、保育支援の必要度が高い子ど   

もの利用が損なわれないこと、サービス提供者による不適切な選別がなされないこと等、  

保育サービスの提供の責任を有する市町村等が適切に関与する仕組みや、保護者がの   

情報を・適切に入手、理解できるような支援、選択に際しての判断材料として機能しうる情   

報公表や第三者評価の仕組み等を併せて検討することが必要である。  

○ また、これらの新しい仕組みを導入する場合には、新たな基準により保育サービスの必   

要性が認められた保護者が、それぞれの事情に応じて保育サービスを選択できるだけの  

「量」が保障されること、また、それを裏付ける財源の確保がなされることが不可欠であ   

る。  

（地域特性への配慮）  

○ さらに、保育サービスが、基本的に利用する保護者の生活圏で提供され、地域との関   

わりが密接であることにかんがみ、地方公共団体が、地域の保育機能の維持向上や質   

の向上に適切に権限を発揮できる仕組みが必要である。  
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⊆」また、待機児童がいる都市部と、過疎化が進み厳しい財政状況の中でやっと保育機   

能を維持している地域とでは、問題の質や、取り組むべき内容が異なることに留意しつつ、  

要である実情に合わせた柔軟かつ質を担保した適切な支援を行う必要がある。  

（幼保連携）  

○ 幼稚園と保育所については、現行の幼稚園による預かり保育の実施状況や、認定こども   

園の制度運用の検証も踏まえ、関係府省間において連携を図りながら、就学前保育・教   

育施策のあり方全般に関する検討が必要である。  

6 すべての子育て家庭に対する支援等  

○ 新制度体系における対象サービスを考えるに際しては、保育サービス等の仕事と子育   

ての両立に関わるもののみならず、妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業」   

家庭訪問事墓等、すべての子育て家庭に対する支援も同時に重要であり、その量的拡充、   
質の維持・向上、財源のあり方を考えていく必要がある。  

○ 子どもが病気になったときにできる限り保護者が仕事を休める働き方の見直しが必要で   

あるが、病児・病後児保育については、現状では、箇所数が限られており、誰もがどこに住   

んでいても必要な時に利用できる実情にはないため、就業継続に関して非常に重要な意   

義を有していることにかんがみ、保護者、事業主等の理解・協力の下、その拡充が必要で   

ある。  

○ 認定こども園や、聯こ応じた事業の取組の   

実態を踏まえ、聯ビス   

を行えるよう、柔軟な支援を行っていくことが重要である。  

○ 親の成長の支援の必要性等も踏まえ、地域の様々な次世代育成支援の取組を把握し、   

親の子育てを支援するコーディネーター的役割を果たす体制についても検討すべきであ   

る。  

○ 育児休業の取得促進には育児休業給付が重要であるなど、現金給付についても議論   

が必要である。  

7 多様な主体の参画・協働  

○ 利用者の視点に立った制度の見直し、運用改善を継続的に行い、制度の弾力性、持   

続可能性を図っていく仕組みを検討すべきである。  

○ 新制度体系に基づく次世代育成支援は、保護者、祖父母、地域の高齢者をはじめとす  
る地域住民、NPO、企業など、多様な主体の協働・参画により、地域の力を引き出して行  
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っていくべきである。  

○ サービスの担い手としては、依然として行政や社会福祉協議会などの半公的な主体が   

大半を占めているものもあり、新規参入♂叫PO等が参入しづらい現状がある。今後、多様   

な主体の参画に向けた検討がなされるべきである。  

○ 地方公共団体における施策の  決定過程やサービスの現場等においても、親を一方的な  

サービスの受け手としてではなく、相互支援や、サービスの質の向上に関する取組などに  

積極的に参画を得る方策を探るべきである。  

8 特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する配慮  

○ 新制度体系の設計に当たっては、虐待を受けた子どもや社会的養護を必要とする子ど  

も、障害児など特別な支援を要する子どもや  家庭に対する配慮を包含することが必要で  

ある。   

○‡社会的養護を必要とする子どもたちが、家庭的環境や地域社会とのつながりの中で生  

活ができるよう、  サニビスの小規模化や地域化が必要とされる。また、新制度体系下にお   

ける子育て支援サ  ビスと社会的養護との連結に配慮した仕組みとすることが必要であ  

る。   

○ 新制度体系におけるサービスを考えるに際しては、障害を有する子どもやその保護者が  
地域の中で共に生活ができるよう、  それらの親子が利用しやすいものとする配慮が必要と  

される。  

9 働き方の見直しの必要性・‥仕事と生活の調和の実現  

○ 少子化の流れを変えるためには、子育て支援に関する社会的基盤の拡充だけではなく、   

働き方の見直しによる「仕事と生活の調和」の実現を車の両輪として進めていくことが必要   

である。  

○ その際、仕事と生活の調和の実現と子育て支援に関する社会的基盤の拡充の両者が  

相互補完的な役割を有することを疎まえることが重要である。特に、0歳晩延長保  

育や病児t病後児保育など、働き方の見直しが不十分であるが故に、本来的なニーズ以  

上に必要とされているものもあり、サービスの拡充と同時に、両親が父親も母親もともに家  

庭における子育ての役割を果たしうるような働き方の見直しが不可欠である。  

また、仕事と生活の調和の実現に取り組む企業に対する支援についても検討していくべきで  
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○ このため、昨年末に策定された「仕事と生活の調和（ワークうイブ・バランス）憲章」及び  

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づき、仕事と生活の調和の実現に向け   

た取組を進めるとともに、仕事と子育てを両立できる環境整備に向けた制度的対応を含   

めた検討を進めるべきである。  

○ また、出産・子育て期の女性が、長時間の正社員か十短時間の非正規かといった働き  

方の二極化を余儀なくされなし  ＼ようにしていくためにも、育児期の短時間勤務等の個人の   
置かれた状況に応じた  多様で柔軟な働き方を選択できるようにするとともに、公正な処遇  
を確保することが重要である。  

○ この際、地方公共  団体が見直し予定の後期行動計画等においても、働き方の見直しに  
実効性ある計画にすることが求められる。  関する検討を深め、  

終わりに  

当部会の次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方は以上で  

ある。が丁こうした基本的考え方  を推進していくために、今後、サービスの利用者、提供者、地  

方公共団体、事業主など多くの関係者の意見を聞きながらくとともに、  国民的な議論を存しゝ丁  

喚起し、次世代育成支援に対する社会的資源の投入についての合意を得ていくことが必要で  

ある。  

投入される財源の規模に応じた進め方に留意しつつ、その具体的制度設計につ  その上で、   

いて、国民的な理解・合意を得ていく必要がある。  
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3 サービスの質の維持・向上  
《全体的事項〉  

・質の高いサービスによる子どもの最善の利益の保障が重要。質の向上に向けた取組の促進方策を検討すべき。  
《保育サービス〉  

・役割の拡大に応じた保育の担い手の専門性の向上、職員配置や保育環境の在り方の検討が必要。  

一保育サービスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、保育サービス全体の「質」の向上を考える必要。  

次世代育成支援は、「未来への投資」や「仕事と子育ての両立支援」の側面も有し、社会全体（国、地方公共団体、事業  
主、個人）の重層的負担が求められる。  
給付・サービスの「目的・受益lと「費用負担■は連動すべきことを踏まえ、関係者の費用負担の踏み込んだ議論が必要。  
地方負担については、地域特性に応じた柔軟な取組を尊重しつつ、不適切な地域差が生じないような仕組みが必要。  

事業主負担については、「仕事と子育ての両立支援lや「将来の労働力の育成」の側面、給付・サービスの目的等を考慮。  
利用者負担については、負担水準、設定方法等は重要な課題。低所得者に配慮しつつ、今後、具体的議論が必要。   



5 保育のサービス提供の仕組みの検討  
・今日のニーズの変化lこ対応し、利 用者の多様な選択を可能とするため、良好な子どもの育成環境と親の成長を支援する  

対人社会サービスとしての保育サービスの公的性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム（完全な市場メカニズムとは  

別個の考え方）を基本に、新しい保育のサービス提供の仕組みを検討していくことが必要。  

については、より普遍的な両立支援、また全国どこでも必要なサービスが保障されるよう、客観的に  

サービスの必要性を判断する新たな基準等の検討が必要。  

契約など利用方式の在り方についても、新しい保育メカニズムの考え方を踏まえ、利用者の選択を可能とする方向で検討  

その際、必要度の高い子どもの利用の確保等、市町村等の適切な関与や、保護者の選択の判断材料として機能しうる  
報公表や第三者評価の仕組み等の検討が併せて必要。また、地方公共団体が、地域の保育機能の稚持向上や質の  

向上に適■切に権限を発揮できる仕組みが必要。  

新しい仕組みを導入する場合には、保育サービスを選択できるだけの十量1の保障と財源確保が不可欠。  
幼稚園と保育園については、認定こども園の制度運用の検証等も踏まえ  

7 多様な主体の協働・参画  
、地域住民、NPO、企業など、多様な主体の協働・参画により、地域の力を引き出して支援を行うべき。  

・親を一方的なサービスの受け手とするのではなく、相互支援など積栢的な親の参画を得る方策を探るべき。  

8 特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する配慮  
・新制度体系の設計に当たっては、虐待を受けた子ども、社会的養護を必要とする子ども、障害児など特別な支援を必要  
とする子どもや家庭に対する配慮を包含することが必要。   
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次世代育成支援に関係する制度の現状  

〔働き方〕  

保育サービスの全体像  
時間軸：（早朝）   

慣険助成奮  
補助金ト」  所内託児施設  

認可外保育施設   



「新待機児童ゼロ作戦」について（概要）  

目棟・具体的施策  集中重点期間の対応  

働きながら子育てをしたいと  

願う国民が、その両立の難し  

さから、仕事を辞める、あるい  
は出産を断念するといったこと  

のないよう、  

当面、以下の取組を進めるとともに、集中  

重点期間における取組を推進するため、  

待機児童の多い地域に対する重点的な支  

援や認定こども園に対する支援などについ  

て夏頃を目途に検討  

○保育サービスの土的拡充と撞供手   

段の多様化〔児童福祉法の改正〕   

保育所に加え、家庭的保育（保育ママ）、認   
定こども園、幼稚園の預かり保育、事業所内   
保育施設の充実   

○小学校就学後まで施策対象を拡  
大   

小学校就学後も引き続き放課後等の生活の  
場を確保  

○   

法の改正〕   

女性の就業率の高まりに応じて必要となる   
サービスの中長期的な需要を勘案し、その絶   
対量を計画的に拡大  

○子どもの健やかな育成等のため、   
サービスの質を確保  

希望するすべての人が子どもを預けて働くこ  

とができるためのサービスの受け皿を確保し、  

待機児童をゼロにする。特に、今後3年間を  

集中主点期間とし、取組を進め壷山  

恩  
＜10年後の目標＞  

・保育サービス（3歳未満児）の撞供割合20％  
→38％（※）  
【利用児童数100万人増（0～5歳）】  

・放課後児童クラブ（小学1年～3年）の  
提供割合19％→60％（※）  
【登録児童数145万人増】  

⇒この目棲実現のためには   

一定規模の財政投入が必要   

○働き方の見直しによる   

仕事と生活の調和の実現  

O「新たな次世代育成  

支援の枠組み」の構築  

の二つの取組を「車の両輪」と  

して進めていく。  

思  
希望するすべての人が安心  

して子どもを預けて働くことが  

できる社会を目指して  

保育施策を質・量ともに充  

実・強化するための「新得棟  

児童ゼロ作戦」を展開  

税制改革の動向を踏まえつつ、  
「新たな次世代育成支援の枠組み」   

の構築について速やかに検討。  

（※）「仕事と生活の調和推進のための行動指針（平成19年12月）」  

における仕事と生活の調和した社会の実現に向けた各主休の取組  
を推進するための社会全体の目標について、取組が進んだ場合に  
10年後（2017年）に達成される水準  

（参考）  
0歳   1歳   2歳   3歳   4歳   5歳   小1   小2   小3   

108万人  105万人  109万人  112万人  115万人  117万人  118万人  118万人  ‖9万人   
児童数  
（2006年）  

【保育所、放課後児童クラブ単価（円）】  

49417円  42417円  42417円  1D．000円  10．000円  10DOO円   

67000円  670（）D円  22．000円  17．250円  17．250円  5000円  5．000円  5．000円   

単価（手業層ベース・月額）  

単価（公費負担ベース・月縮）  
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保育所待機児童の現状  

○平成19年4月1日現在の待機児童数は1万7，926人（4年連続で減少）  

○待機児童が多い地域の固定化  

・待機児童50人以上の特定市区町村（74市区町村）で待機児童総数の約70％を占める  

○低年齢児（0～2歳）の待機児童数が全体の約70％  

【保育所待機児童数と保育所定員の推移】  【保育所入所待機児童1万8千人の内訳】  

待機児童数と保育所定員の推移  
（万人）   

3．0  

2．5  

2．0  

1．5  

1．0  

0．5  

0．0  

（万人）   

215 3歳以上児   

210  

205  

200  

3千人  2千人  
暮  

－－－－－－－－－－－－－－－－■■●－■＿＿＿＿＿＿＿＿L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

l  

l  

l   

9千人  

（待機児童全体の  

約5割）  

低年齢児  
（0～2歳児）  4千人   

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年  
特定市区町村（74か所）  その村  

※特定市区町村の待機児童数は、全待機児童数のうち約7割。  
※低年齢児の待機児童数は、全待機児童数のうち約7割。  

放課後児童クラブの待機児童数等の推移  

○平成19年では、クラブ数は16・685か所、登録児童数は74万9，478人となっており、平成10年と比較する   

と、クラブ数は約7・000か所、児童数は約40万人の増となっている。また、クラブを利用できなかった児童数  

（待機児  童数）は1万4，029人、平成14年の約2．4倍となっており、年々増加傾向にある。   

（か所）  

24，000   

2乙000  

：こ．こさこ：：   

18，000   

16，000   

14，000   

12，000  

10，000   

8，000  

6，000   

4，000  

10年度11年度12年度  度
 
 

年
 
 

5
 
 

度
 
 

1
 
 
 

度
 
 

年
 
 

3
 
 

16年度17年度18年度19年度  
※各年5月「臼現在（育成環境課屈）  
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子育て支  蛋関係事業 （現状と目  棲値）   

事業名   2004年鹿末時点  現状  
（2007年度交付決定ベース）   

2009年度月標値  
（「子ども・子育て応接プラン」）   

通常保育事業（保育所定員数）  
205万人  211万人  

（平成17年4月1日現在）  （平成19年4月1日現在）   
215万人   

延長保育事業   13．086か所  
（うち民間分8664箇所）   9540か所（民Ⅶ分のみ）   16，200か所   

夜間保育事業  
64か所  

（平成17年4月1日現在）   
72か所   140か所   

休日保育事業   607か所   875か所   2，200か所   

特定保育事業   24か所   927か所  9．500か所  
（一時預かり事業と合わせて）   

病児・病後時保育事業   496か所   735か所   1，500か所   

放課後児童クラブ   
15．184か所  16，685か所  

（平成17年5月1日現在）  （平成19年5月1日現在）   
17，500か所   

生後4ケ月までの全戸訪問事業  
（こんにちは赤ちやん事業）  

1063市町村   全市町村  
（現在1795市町村）   

育児支援家庭訪問事業   96市町村   784市町村   全市町村  
（現在1795市町村）   

一時保育（一時預かり）事業   5，651か所   7213か所  9，500か所  
（一時預かり事業と合わせて）   

トワイライトステイ事業   134か所   
236か所  

（平成18年度実績）   
560か所   

ショートステイ事業   364か所   
511か所  

（平成18年度実績）   
870か所   

地域子育て拠席亭業   2，936か所   4，409か所   6．000か所   

ファミリーサポートセンター   344か所   540か所   710か所   

3歳未満児における保育サービス利用率【都道府県別（H18年度）】  
40．0％「   

※【保育サービス利用率】＝【保育所利用児童（3歳未満児）】÷【3歳未満人口】  
※「保育所利用児童（3歳未満児）」福祉行政報告例【厚生労働省（平成18年4月1日現在）】   

「3歳未満人口」：平成17年国勢調査【総務省統計局（平成17年10月1日現在）】   



小学校1～3年生の児童数に占める放課後児童クラブ登録児童数の割合  
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 児童数については、平成19年5月1日現在の人数（文部科学省「学校基本調査」）。  

放課後児童クラブ登録児童軌こついては、平成19年5月1日現在の人数（厚生労働省育成環境課調）。  
割合については、児童数（小学校1～3年生）に対する登録児童数（小学校1～3年生）の割合。  
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妊婦健診の公費助成の都道府県別実施状況  

（平成19年8月現在）   
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地域子育て支援拠点事業の都道府県別実施状況  

2
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 

※各都道府県の乳幼児人［】（0～4歳）については平成17年国政調査による。  

※地域子育て支援拠点箇所数については、平成19年度交付決定ベース。  

保育の質を支える仕組み   

児童福祉施設最低基準  

（職員配置、施設設備等）  保育環境 ■ 卜 ＋ ＋ ＿＿  

○保育士の配置基準  

0歳児  1・2歳児  3歳児  4・5歳児  1：3  1：6  1ニ20  1：30  

○嘱託医、調理員の配置  

○乳児室、保育室、屋外遊戯場、調理室の設置  

［二重ニコ 篭荒土養成施設（2年以上）の卒業又は国家試験合格，   

保育内容l  ＋ ＋ ＋＋ ＋l  
保育所保育指針（本年3月に告示化の予定）  

（保育の目標、ねらい・内容、保育計画、健康・安全等）  

‾盲妄完イ㌃1 仁＋＋＿l  

都道府県による監査  

第三者評価（保育内容・方法、保育所の運営管理等）  
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保育士等の給与額、年齢、勤統年数  

区 分   
きまって支給する現金給与  

年 齢   
額  

勤続年数   

保育士   21．8万円   32．8歳   7．6年   

ホームヘルパー   20．2万円   43．6歳   4．4年   

看護師   31．8万円   36．2歳   7．1年   

幼稚園教諭   21．9万円   30．6歳   6．7年   

全産業平均   33．1万円   41．0歳   12．0年   

出典：平成18年賃金構造基本統計調査  

※職種別の調査であり、保育士については保育所に勤務している者だけではない  

※きまって支給する現金給与額は、6月分として支給された現金給与額で、所得税、社会保険料などを控   
除する前の額  

14  

各国の家族関係社会支出の対GDP比の比較（2003年）   
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 （資料）OECD・Soc■aEExpenditureDatabase2007（日本のGDPについては内閣府経済社会総合研究所「国民経済計算（長期時系列）」による。  15   



各国の社会支出全体に占める家族関係社会支出の割合  

00ECD基準による家族分野への社会 00ECD基準による社会支出のうち、○備考  
支出の対GDP比（2003年）  

〔家族関係の給付の国民経済全体に対する割合〕  

0．0％ 1．0％  2．0％ 3．0％ 4．0％  

家族分野への支出割合（2003年）  
〔家族関係の給付の社会保障関連給付  
全体に対する割合〕  

0．0％   5．0％  10．0％ 15．0％  

社会支出全  国民負担率  
体の対  《潜在的国  
GDP比   民負担率》  
（2003年）  （2003年）   

日本   18．6％   
36．3％  

《46．8％》   

アメリカ  16．6％   
31．8％  

《38．3％》   

58．3％  
イタリア  26．0％   《63．2％》   

ドイツ   
53．3％  

28．4％   《58．7％》   

イギリス   
47．0％  

21．4％   《51．1％》   

フランス  29．1％   
60．2％  

69．1％   《65．8％》  スウェー  31．9％    デン   《69．3％》   

イギリス  イギリス  

フランス  フランス  

スウェーデン  ％ スウェーデン  

（注）家族関係の給付とは、出産や育児に伴う給付、児童養育家庭に対する給付（児童手当等）、保育関係給付、支援の必要な児童の保護に  
要する費用、就学前教育費など   

資料：OECD“SociaLExpenditureDatabase2007J．（日本のGDPについては内閣府経済社会総合研究所「平成17年度国民経済計算確報」によるo）16  

神代育成支援に関する給付・サービス（児童t家族関係社会支出）の  

スウェーデン  日 本   

2003年度（日本は2007年度予算ベース）  

フランス  ドイツ  
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仕事と生活の調和と希望する結婚や出産・子育ての実現を支える  

tサービスの  トの推計（「子どもと家族を応援する日本」重点戦略より）  

児童・家族関連社会支出額（19年度推計）  

約4兆3，300億円  
（対GDP比0．83％ 欧州諸国では2～3％）  

推計追加所要額1．5～2．4兆円  
（Ⅰ約1兆800億円一2兆円 Ⅱ2，600億円 Ⅲ1，800億円）  

⊥親の就労と子どもの育成の両立を支える支援  

関連社会支出額（19年度推計）約1兆3，100億円 ＋＞追加的に必要となる社会的コスト ＋1兆800億円～2兆円   

○未就学児のいる就業希望の親を育児休業制度と保育制度で切れ目なく支援（特に3歳未満の時期）   

・第1子出産前後の継続就業率の上昇（現在38％→55％）に対応した育児休業取得の増力ロ   

・0～3歳児の母の就業率の上昇（現在31％→56％）に対応した保育サービスの充実（3歳未満児のカバー率20％→38％、年間5日   

の病児・病後児保育利用）   

・スウェーデン並みに女性の就業率（80％）、保育（3歳未満児）のカバー率（44％）が上昇、育児休業や保育の給付水準を充実した  

場合も推計   

○学齢期の子を持つ就業希望の親を放課後児童クラブで支援   

・放課後児童クラブの利用率の上昇（現在小1～3年生の19．m→60％）  

Ⅱ すべての子どもの健やかな育成を支える対個人給付・サービス  

関連社会支出額（19年度推計）約2兆5，700億円 ＋＞追加的に必要となる社会的コスト ＋2，600億円  

○働いているいないにかかわらず一定の一時預かりサービスの利用を支援   

一未就学児について月20時間（保育所利用家庭には月10時間）の一時預かり利用に対して助成  

Ⅲ すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組  

関連社会支出額（19年度推計）約4，500億円  ＋＞ 追加的に必要となる社会的コスト ＋1，800億円  

○地域の子育て基盤となる取組の面的な推進   

・望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実・全市町村で生後4か月までの全戸訪問が実施  

・全小学校区に面的に地域子育て支援拠点が整備・全小学校区で放課後子ども教室が実施（「放課後子どもプラン」）  
18  

※「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、取組が進んだ場合に達成される水準として設定される10年後   

の数値目標と整合をとって試算している。  

※これは、現行の給付・サービス単価（利用者負担分を含まない）をべ「カこした試算であり、質の向上、事業実施主体   

の運営モデル・採算ベース、保育所や幼稚園の保育料等利用者負担などの関係者の費用負担のあり方等については   
勘案していない。  

※児童虐待対応、社会的養護や障害児へのサービスなど、特別な支援を必要とする子どもたちに対するサービスの費   

用の変化に関しては、この推計には含まれていない。  

※これは、毎年ランニングコストとして恒常的に必要となる板を推計したものであるが、これらのサービス提供のためには、   

この恒常的な費用のほかに、別途施設整備や人材育成等に関してのコストを要する。  

※現在の児童数、出生数をベースにした推計であり、この費用は児童数、出生数の増減により変化する。なお、3歳未満   

児数でみると、平成19年中位推計では現在と比べて10年後で8害り弱、20年後で約3分の2の規模に減少するが、国民   

の結婚や出産に関する希望を反映した試算では10年後で95％、20年後でも93％の規模を維持する。   
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次世代育成支援に関する給付－サービスの費用構成  

○平成19年産児童・家族関係社会支出（予算ベースの推計値4兆3，300億円）に関して、国、地方公共団   

体、事業主（保険料事業主負担及び拠出金）、被保険者本人（保険料）に分けて、費用負担の状況を推   
計したもの。  

20  

現状の主な次世代育成支援施策に関する費用負担と考え方  
制度区分・  費用負担   

給付サービス名  
現行の費用負担の考え方   

育児休業給付  ・ 雇用保険の保険事故（失業や失業に準ずる雇用継続が困難な  

状態）は、    び事業主の双方の共同、帯により対処すべき  
事項であることから、労使折半により負担。  

・また、保険事故である失業が政府の川5・‾ 政策 とも無．では  

なく、その責任の一端を担うべきであることから、－  玉  里。  
（育児休業給付については、それに準じた取扱い）   

保育所   
＼  ・児幸福祉施設  氏 タ（※憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の  

生活」を保障するものとして制定）を維持するための曹用の裏付けをすること  

により、児童に対する公の香住を果たそうとするもの。  

：・ ・なお、公立保育所については、地方自治体が自らその昔壬に づいて壬  

…、市1′4】  重していることにかんがみ、平成16年度から一般財源化。   

児童手当   被用者（3鮭未満）ll絶無舌（3止以上）l   ・我が国の将来を担う 章の健全育成の観点から、国が一定の負担。  
／江仁へ  

…や   
・地域仲居の福祉増進にも密接につながるため、地左も一定の負担。  

、  ・児童の健全育成・資質向上を通じて、将 の労働力確保につなが  
、 ることから、被用者に対する支給分について、垂墓主もー定の負担。  

軍装．芸芸芸≡芸芸．      ※ 上記の考え方を基本とした上で、平成12年・16年・18年の改正により支給対象とされた  
附濠斤  市四   分（3歳以上）については、所得税の人的控除の見直し等により財源が賄われた経緯から、  

／＼、、    √′／れ＼ 事業主の負樋を求めていない。   

【所属庁10／1D】 【皿・県・市各1／3】  

児童育成事業   「、i ・地域佳良の福祉に密接につながることにより、地五もー定の負担。   
・王昇存及び将来の労働力確保 

（放課後児童クラブ・病児病後児 保育・一時預かり・地域子育て  

の観点から、垂蓋主もー定の負担。   

支援拠点等）   

次世代育成支援対策交   【国1／2市1／2】   代育成支援対策推進法に づ〈措置の推進の一環として、   
付金（延長保育・全戸訪問  市  囚   

事業・ファミリーサポートセン  
凰の負担による補助を行うもの。   

タ一事業等）  

※便宜上、都道府県は「県」と、市町村は「市」と表記  
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各制度の費用負担の現状①  
一事業主負担の考え方－  

○ 医療・年金・介護等の各制度の考え方を見ると、おおむね①給付が直接・間接に事業主の利益につながる  
こと、②事業主の社会的責任等の観点から、事業主負担を求めている。  

制脛   躯業主負担の割合の経緯   限菜主個世の考え方   

被用者は健康探検に加入することにより、疾柄又は負傷  
紆不安が解消され、安心して働くことが可能となl）、その  

効果は円滑な部整活動に寄与する猫をイすL、また、終期者  
隠度禿是時（昭和2年）労張桝ヤ  の健康保持や速やかな傷病からの回復が労働能率の増進等  

政肘管寧  
（負担割合ト′2）   をもたらすこととなり部室由こも利益が有声などの考え方  

膝廉保碗                        以後、変更なL   によるi）（り⊥］その包摂割合については、解菜主及び労働者  
が均等の負極を行うことにより、降険運常を巨J滑公、ドに守」  

うことを恩陛圧た外国の立法例の考え方を参考にLたこと  

等に上る〕   

軌唯発足時〔昭和2咋）労慢折半   原11り労使折半とL・ている部分については政府管笹健康楳  

組合管革  （負担割合 三ノ′三）   
険（政管）と同じ）なお、隠保組合の‡′1－目的な迩常や事墾  

以後華．更なし．こ ただし、規約で定め  】ミによる福利呼集即向、E二の観点から、睨約に定める堤斜こ  

健廣保険                   るところにより、審韮室の風担割合  は斬業主の負担割合を相加することができることとしてい  
を相加ほせることが可能 る．。   

被用官は摩生年金に加入することにより、老齢、擦寄苛  
のイこ宏を解消し．女心して働くことが可能となり、その動  

腰痛摘招㌧′・′2J   某はり滑な服装．一 こ■ 烏すろ繭れこ‾一  ことから、準華  
将・む隼金  n  制度発足鴨 川撒】】7すト）労f出井や                  揖接、変更なし′   圭も被用者とともに保険料を共滞＝㌔て負担すろこととされ、  

その亀擬制合については、それぞれ2分の】すっとされた  
ヰ．げ）てある 
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穫用保瀾如り圭たる畢菜である失渠等給付に嬰する削机こ  
・失賽等給付に係る保険料率  ついては、保険郵政である失逢がて 働普及び当i慕圭の双方  
失業保険制度発足時（昭和22   の 聞迎終によって耕地すべを那項であるため、押葉主と  

隼）労使折半（魚隠糾合L佗   被保険者とが折半して負担をしている芯  

以後、変更なし  また、附帯街斐として行われている催澗保険三部薬に撃  

屏用保険                        ・雇用保険二三粧勘こ係る保険料率 牒用保険制産経足疇（昭和5∩  

する乳馴こついては、届鳳上の諸間鴨は、我が国の雇用貸  
怨恨行や企業吾動に起関するところが多く、かつ個別企業  
の努力によ1jては解決が鹸艶なものであることから、啓発  

年）全額事業主負担   三三の典同迎特によって対処することにより狙菜主の社会的  

以撞、変更なL   浄任の－一端を果たすとの考え方から、啓渠主のみの負担と  
している。   

制度発足時（昭和′17イド）  

・被用者に対する給付の7′′10  

・非枚用音に対する給付ま全額公許魚種  
昭和57年改正時  児蛮手当制度は将来におiナる儲働力の縫持、臆倣に  

児敵手彗  ・施用皆について特例給付を創設  塩鮭且、事業主の立烏削二密接に結びつくものである  

負担割合は10／10  ため、耶業主にも応分の負担を凍めているご   

平成12年・平成16年改正時  

・3歳以上の児蛮に対する給付等につき  

公許負担により支給抱囲を拡大  

制度創駁により介護サ】ビスの充潔が図られ、傲柄  
の鮭i畏戯の肪lヒ黎が】緋二降 第2号被保険者（40歳以上65歳末満 打直療保廟加入者）ぴ）介護保険料は、・芳 使折半が原則 

。ただし、健康探険組合の  こト∴企韮も社  
介雑件険  

、 めるとおり、健廉保険】阻骨ごとに放める  

二とが可能。  その負担割合については、第2号被保険者の介護保険  

料は隊煉保険に上乗せで徴収されており、医療操険各  
法の規定に基づき源をされることによ寧日   

【第11回「社会保障の在り方に関する懇談会」（平成17年7月26日）資料より抜粋】  
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各制度の費用負担の現状②  
一市町村に対する財政支援の状況－   

○ 市町村が主たる実施主体である各制度において、市町村の一般財源以外の財源（特定財源）による  
財政支援が行われている。  

制 度   市町村の一般財源以外の財源（特定財源）が占める割合   

保育所   私立…75％【市町村負担25％】 公立＝■0％【市町村負担100％】   

児童育成事業   66％【市町村負担33％、事業主負担33％、都道府県負担33％】   

次世代育成支援対策交付金事業  50％【市町村負担50％、国庫負担50％】   

100％【市町村負担○％、保険料50％、国庫負担43％、都道府県負担7％】  

国民健康保険  （※医療給付費から前期高齢者交付金を除いた額に占める割合の勅乱詳細にみると、保険財政安定のため、国・都道府  
県・市町村はさらに公費負担を行っている。）   

87．5％【市町村負担12．5％、保険料50％、国庫負担25％、都道府県負担12．5％】  

介護保険  （※居宅給付費の場合。施設等給付費の場合は、国庫負担が20％、都道府県負担が17．5％）   

75％【市町村負担25％、国庫負担50％、都道府県負担25％】  

障害者自立支援法  
（障害福祉サービス費等）  
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次世代育成支援に関する利用者負担の現状  

（保育所の場合）  

○次世代育成支援に関する各サービスの利用者負担は、国の基準等を参考として、各市町村又は実施機関  
において定めるものとなっており、制度上、全国統一的に定まっているわけでない。   

○ 保育所について．、国の基準等から推計した利用者負担額を見てみると、以下のとおり。  

【保育所】（1人当たり月額）  

年齢区分   費用総額   保護者負担額   公費負担額   利用者負担：公費負担   

0歳児   17．3万円   3．5万円   13．8万円   2：8   

1・2歳児   10．3万円   3．5万円   6．8万円   3：7   

3歳児   5万円   2．8万円   2．2万円   6：4   

4歳以上児   4．3万円   2．6万円   1．7万円   6：4   

【保育所】（総額）  

費用総額   保護者負担額   公費負担額   利用者負担：公費負担   

1兆7800億円   7600億円   1兆200億円   4：6   

※平成20年度保育所運営費負担金予算（案）額を基に算出  
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社会保険による次世代育成支援に関する主な議論  

○ 次世代育成支援関連の給付を、社会保険の対象とし、妊娠・出産・子育てを給付原因となる保険事故と  

する場合、以下のような議論（利点・課題等）がある。  

【社会保険による場合の利点等】  

○ 社会全体、幅広い層の国民で費用を負担できる。  

○ 負担と給付の関係が見えやすく、給付の増大に対応   

した負担増について合意が比較的得やすい。  

○ 所得水準に応じたきめ細かい負担の設定が可能。  

○ 所得水準に応じた給付が可能。（ex育児休業給付）  

【社会保険による場合の課題等】   

○ 出産・子育ては、親の選択・裁量によるものであり、  

いわゆる「保険事故」としてなじまないのではないか。   

○ 子を持つ意思のない者や、高齢者など、給付を   

受ける可能性がない又は低い者も多数存在し、  

そうした着から保険料として負担を求めることに妥当性  

や納得性があるかどうか。   

○ 我が国の社会保険制度は、負担を行わない者に対  

して、一定の給付制限を行うのが一般的であるが、  

次世代育成支援においては、親の未納に対して子に  

不利益が及ぶ点をどう考えるか。   

○ 保険料徴収に関する課題  

※「保険事故」・‥生活のための所得を減少もしくは喪失させる事故、またはその所得をもってしては賄いきれないような失費を発生させる事故であ  
り、その発生が保険給付を行う原因となるもの。その発生が偶然であること（発生の可能性は推察されるが、その発生の態様あるいは発生の時期  
について予測しえないもの二王ある三とを必要と生る。）。   
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保育所利用の仕組み  

［垂垂垂垂］  

対象二0歳から就学前の保育に欠ける児童  

【認可保育所】＜認可は都道府県等が行う＞   

○保育時間：原則8時間   

○児童福祉施設最低基準の遵守  

○通常保育以外に延長保育、休日保育、夜間保育等   
を行う保育所もある。  

O「保育所保育指針」に基づき、児童の発達に応じた   

保育を提供  

保育の実施  

【利用者】   

希望の保育所の申込  

保育料の支払  
公立で実施又は民間委託  

保育貴用（運営費）の支払  

【市町村】＜保育の実施責任あり＞  

O「保育に欠ける」という要件の認定を行う。  

○希望が保育所の入所受入れ枠を上回る場合   

には、公平な方法で選考。   
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多様な主体の参画・協働による子育て支援事例  

取組事例  こ世代 

次世 
ネッ 

企業 
て支 
物と 
！）年 

ラフ 
活用 
他の 

た。   

ワー 
かけ  

関  
わ  

－－ビ 
方   

スの 
スの 

0企 

ング 
用品 

実に 
効  果  

菓と 

さら 
子育 
る環 

応が 
実の 

育成応援企業等マッチングシステム（三重県）   父親の子育て参加促進事業（埼玉県）  
（「お父さん応接講座」の実施）   

多くの父親にとって身近な場所である職場において同僚ととも  
代育成応接ネットワーク（インターネット上の情報 トワーク；平成18年6月－）」会員企業・団体を  

から使わなくなった備品や事務用品を提供してもら  
援団体に斡旋したり 
、場所の貸出や人材の紹介等、 サービスのやりとりをネット上で行うシステム 

。  

企業等→県に申込→県が実施主体（NPO法人）と調整  9月から実施）  
→NPO法人が企業等に出向いて講座を実施   

トメーカーが製品とならない素材（紙）を保育園へ  

していた事例があり、その動きが子育て支援セン  ○父親の子育て参加を促進する事業の実施にあたり、事業案に   
保育園へと広がっていったことがきっかけとなっ  ついて民間団体から企画提案を公募し、採用したもの。   

○受講の募集・広報、企業等からの申込受付、委託事業者との  
クの運営管理、事業の広報、企業・団体等への働き     調整  

○講座実施経糞（講師人件費、教材費等）の負担  
○県職員を対象とした講座の先行実施   

スの提供（備品、事務用品等が中心）   ○講座実施の企画、受講者の募集  
○講座の中で自社の育児との両立支援制度の説明を併せて実施   

提供（子育て支援団体による、イベント等での子ど  ○講座プログラムの開発、プログラムを実施する人材の養成、   
披露や出前子育て相談の実施など）   企業等との打合せ、講座の実施   

業・団体が参画  
実績（平成19年9月～2月）  ○民間事業者4社＋県庁   
を中心に24件、サービスについては未把握  

○企業・事業所で実施することにより、仕事に忙しい父親も参加  
も取り組みやすい地域貢献の仕組みを作ることで、     でき、父親の子育てへの参加意識を高め、職場でのワークライ   
子育て支援団体の交流が生まれた。   フバランスを進めることができた。  

○実施企業からは継続して開催する方向で検討中との声もある。   

なる周知  
てサークルやNPO法人には、インターネットに  

あまり高くないのが現状。事業のさらなる広報とあわせ、県庁  境が整っていないところも多く、紙ベースでの広 重要 
。  

開拓（具体的に提供する物やサービスの確保）   な取組が重要。  
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社会的養護体制の整備状況と自治体間格差  

→ 施設の入所率は増加する傾向にある  

入所率の推移  95．0   

90．0   

85．0   

80．0  

75．0   

70．0   

65．0   

60．0   

55．0  

50．0  

45．0  

40．0   

35．0  

入所率   
％  

5 6 7：8 9101112131415161718  

69・568・86臥571．572．674．975．977．179．581．277．480．083．984．8  

77・878・378．479．580．482．884．385．588．089．389．791．491．591．7  

65．970．072．774．776．581．678．880．376．278．072．575．377．976．1  

40・939・338・338．839．941．241．340．942．639．439．342．843．244．8  

年度  

→一乳児院  
一一一一児童養護施設   

情緒障害児短邸台療施設  

－－←一児童自立支援施設  

※社会福祉施設等調査報告  

緊 要 性  実 現 し た 社 会 の 姿  

国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を  

果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期  
といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会  【仕事と生活の間で  

問題を抱える人の増加】  

○正社員以外の働き方の増加  

→ 経済的に自立できない層  

○長時間労働  

→「心身の疲労」「家族の団ら  
んを持てない層」  

○働き方の選択肢の制約  

→ 仕事と子育ての両立の難しさ  

①就労による経済的自立が可能な社会   

経済的自立を必要とする者とりわけ若者が  

いきいきと働くことができ、かつ、経済的に自  
立可能な働き方ができ、結婚や子育てに関  
する希望の実現などに向けて、暮らしの経済  
的基盤が確保できる。  

《行動指針に掲げる目標（代表例）》  

○就業率（②、（卦にも関連）  
＜女性（25～44才）＞  
現状64．9％→2017年69～72％  

＜高齢者（60～64才）＞  
現状52．6％→2017年60～61％  

○フリーターの数  
現状187万人→2017年144．7万人以下  

②健康で豊かな生活のための時間が確保   

できる社会   
働く人々の健康が保持され、家族や友人な   

どとの充実した時間、自己啓発や地域活動   
への参加のための時間などを持てる豊かな   
生活ができる。  

《行動指針に掲げる日標（代表例）》  

○過労働時間60時間以上の雇用者の割合  
現状10．8％→2017年半減  

○年次有給休暇取得率  
現状46．6％→2017年完全取得  

【少子化や労働力の確保が  

社会全体の課題に】  

○結婚や子育てに関する人々の   

希望を実現しにくいものにし、急   

速な少子化の要因に  

○働き方の選択肢が限られていて   

多様な人材を活かすことができ   

ない  

③多様な働き方・生き方が選択できる社会  

性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意  

欲と能力を持って様々な働き方や生き方に挑  
戦できる機会が提供されており、子育てや親  
の介護が必要な時期など個人の置かれた状  

況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、  
しかも公正な処遇が確保されている。  

《行動指針に掲げる目標（代表例）》  

○第1子出産前後の女性の継続就業率  
現状38．0％→2017年55％  

○育児休業取得率  
（女性）現状72．3％→2017年80％  

（男性）現状0．50％→2017年10％  

○男性の育児・家事時間（6歳未満児のいる家庭）  
現状60分／日→2017年2．5時間／日   



基本的考え方案についての意見  

（有）セレーノ 杉山千佳  

◎全体構成として気になったこと  

書かれている内容が、「保育」に特化したことなのか、その他の子育て支援サー  

ビスも含めながら書かれているのか、よくわからなくなる部分がありました。  

子育て支援サーービス全体を網羅して財源の抜本的見直し、制度構築を図るので  

あれば、特に保育だけをクローズアップさせすぎるのは誤解を生む可能性があ  

ると思います。文中一箇所だけ見え消しを入れたのですが、「サービス」をあえ  

てとってしまい、保育、子育て支援というふうに書き、個別に「サービス」と   

使わなければならない場面では「事業」といった書き方にして、子育て支援サ  

一ビス全般を扱うときだけ、「サービス」と書くなど、ここで「サービス」とい  

うものをどう考えているかをクリアに示せるようにしてはどうでしょうか。   



次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた  

基本的考え方（素案）   

昨年末の子どもと家族を応援する日本重点戦略（以下「重点戦略」という。）のとりまとめを受  

け、社会保障審議会少子化対策特別部会においては、本年3月より、●回に渡り、次世代育  

成支援のための新たな制度体系の設計に向けた議論を行い、今後の具体的な制度体系設計  

の検討に向け、以下のとおり基本的考え方をとりまとめた。   

我が国の少子化の現状は猶予を許さないものであり、また、国民の高い関心もある。こうした  

ことを念頭に、経済財政諮問会議や地方分権改革推進委員会などから様々な指摘が出され  

ていることも踏まえながら、引き続き、税制改革の動向を踏まえつつ、必要な財源の手当を前  

提として、以下の基本的考え方に基づき、速やかに議論を進めていく必要がある。その際、社  

会保障国民会議においても関連する議論が行われており、連携を図りながら議論を進めていく  

必要がある。  

1基本認識  

（1）新制度体系が目指すもの  

（すべての子ども健やかな育ちの支援）  

○ 次世代育成支援のための新たな制度体系（以下「新制度体系」という。）においては、  

「すべての子どもの健やかな育ちの支援」という考えを基本におくことが重要である。  

（結婚・出産・子育てに対する国民の希望の実現）  

○ 重点戦略で示されたとおり、我が国においては、結婚・出産・子育てに対する国民の希   

望と現実が大きく帝離している現状がある。この帝離を生み出している社会的要因を取り   

除くことを通じ、国民の希望する結婚・出産・子育てが実現できる社会としていくことが求め   

られている。  

○ また、人口減少下における持続的な経済発展の基盤としても、「若者や女性、高齢者の   

労働市場参加の実現」と「国民の希望する結婚や出産・子育ての実現」の二点を同時達   

成することが必要であり、就労と出産・子育ての二者択一構造を解決する必要がある。  

そのためには、「働き方の改革による仕事と生活の調和の実現」という考え方と、「親の   

仕事と子育ての両立や家庭における子育てを支援する社会的基盤の構築」という考え方   

の両面を基本におくことが必要である。  

（未来への投資）  

○ 新制度体系においては、次世代育成支援が、良好な育成環境の実現により、聖子   

どもの成長に大きな意義を有し、また、これは将来の我が国の担い手の育成の基礎となる   

ものであり、「未来への投資」であるという視点を共有する必要がある。  
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（2）新制度体系に求められる要素  

（包括性・体系性ユ  

○ 新制度体系においては、給付内容や貴用負担がそれぞれの考え方に基づき行われて   

いる次世代育成支援に関する給付・サービス（※）を、広く包括的に捉えた上で、体系的   

に整理していくことが必要である。   

※ 保育・放課後児童クラブといった仕事と子育ての両立を支えるサービスの他、地域  

子育て支援拠点事業などの子育て支援サービス、妊婦健診等の母子保健サービス、  

児童虐待防止や社会的養護、児童手当・育児休業給付などの現金給付などが含ま  

れる。また、障害児（発達障害を含む。以下同じ。）やその保護者が、新制度下におけ  

る対象サⅧビスを利用できるようにするために行われる配慮も含まれる。  

＊これとあわせて、先日駒村先生がご指摘されたような意味合いであることを指摘してくださ  

い。  

（普遍性）  

○ 新制度体系においては、地方公共団体の適切な関与の下で、誰もが、どこに住んでい   

ても、必要なサービスを選択し、利用できるようにすることが必要である。  

（連続性）  

○ 新制度体系においては、事業主の取組と地方公共団体の取組、市町村の取組と都道   

府県の取組との連結や十分なサービス量の確保等を通じ、育児休業明けの保育所入   

所、就学後の放課後児童クラブの利用や子育て支援サービスと社会的養護サービス等、   

切れ目ない支援が行われるようにすることが必要である。  

（3）効果的な財政投入、そのために必要となる財源確保と社会全体による重層的な負担  

○ 我が国の次世代育成支援に対する財政投入は、諸外国に比べ規模が小さい。今後、   

サービス量の拡大を行っていくためには、一定規模の効果的財政投入が必要である。そ   

のために、税制改革の動向を踏まえつつ検討を行い、必要な負担を次世代に先送りする   

ようなことはあってはならない。  

○ 新制度体系において必要な費用の負担のあり方を考えるに際しては、次世代育成支   

援が、将来の我が国の担い手の育成を通じた社会経済の発展の礎（未来への投資）とい   

う側面を有することを踏まえ、社会全体（国、地方公共団体、事業主、個人）で重層的に   

支え合う仕組みが求められる。  

2 サービスの量的拡大  

（1）「質」が確保された「量」の拡充  

○ 次世代育成支援に対する財政投入全体の規模の拡充が必要であるが、緊急性の高   

さや実施や普及に時間がかかることを考慮し、とりわけサービス（現物給付）の拡充に優   

先的に取り組む必要がある。  
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○ 我が国の子育て支援サービスは、全般的に「量」が不十分であり、保育サービス、放課後  

児童クラブや、地域子育て支援拠点、一時預かり、社会的養護（里親など）など、様々なサービ  

スにおいて、必要な人が必要な時に利用可能な状態にはなっていない。特に、保育サービス  

や放課後児童クラブなど、仕事と子育ての両立を支えるサービスについては、サービス基盤の  

整備と、女性の就業希望の実現が相互に関連するため、大きな潜在需要を抱えている。  

○ 保育サービス等については、「新待機児童ゼロ作戦」の展開や、女性の就業率の高まり   

に応じた潜在需要等にも対応し、スピード感を持って量的拡大をすることが必要である。  

○ その際には、限られた財源の中で、子どもの健やかな育成のために必要な「質」の確保   

と、「量」の拡充の必要性のバランスを常に勘案することが求められる。  

（2）「量」の拡充に向けた視点・留意点  

○ 保育サービス等の抜本的な「量」の拡充を実現するためには、認可保育所の拡充を基   

本としつつ、多様な主体が、働き方やニーズの多様化に対応した多様なサービスを提供   

する仕組みとしていくことが必要である。その際、多様な提供主体の参入に際しての透明   

性・客観性を高めるとともに、「質」の担保の方策を考えていく必要がある。  

＊佐藤先生ご指摘の人材の確保についてももう少し深めてほしい。  

この際、NPOやボランティアなども重要な担い手と位置づけるのであれば、その旨も記載   

してほしい．。  

3 サービスの質の維持・向上  

（1）全体的奉還  

○ 質の高い専門性のあるサービスを提供することで、子どもの最善の利益を保障し、子ど   

もの健やかな育ちを支援することが重要である。  

○ 保育サービス、放課後児童クラブ、その他各種子育て支援サービス、社会的養護など   

について、子の年齢、家庭の状況、サービス利用時間、サービスヘの親の関わり方、サ   

ービス提供方法などに応じたサービスの質の確保を図っていくことが重要である。  

○ 将来的に優れた人材確保を行っていくためには、保育士等の従事者の処遇のあり方は   

重要であり、サービスの質の向上に向けた取組が促進されるような方策を併せて検討す   

べきである。  

（2）保育サービス  

○ 子どもの健やかな成長に大きな影響を及ぼす保育サービスに関しては、担い手に相応   

の専門性が必要である。また、多様化する家族問題への対応、親に対する支援、障害   

をもつ子どもの受入れなど、保育サービスの担う役割が拡大しており、それに対応した専   

門性の向上も求められる。   



○ 保育所に期待されている役割の拡大に応じ、人格形成期のすべての子どもに対する   

適切な保育が確保されるよう、保育士や専門職等の職員配置や、子どもの生活空間等   

の保育環境の在り方を検討する必要がある。  

○ 保育環境の改善や保育サービスの質の向上のため、利用者の意見や地域性、地方   

公共団体やサービス提供者の創意工夫等に配慮しつつ、保育環境等のあり方について、   

科学的・実証的な調査・研究により継続的な検証を行っていく仕組みを検討していく必   

要がある。  

＊海外の基準等を参考にする。WLBなど労働政策の知見も取り入れる、保育従事者の   

雇用についての知見も取り入れる  

○ 保育サービスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、その他の多様   

なサービスを視野に入れ、保育サービス全体を念頭においた「質」の向上を考える必要   

がある。  

○ 保育サービスは、行政、サービス提供主体及び保護者が、連携・協力してサービスを   

改善していくという視点が重要である。←この視点は、保育サービスだけに限らない。子   

育て支援のサービス全般に言えること  

4 財源・費用  

（1）社会全体による費用負担  

○ 新制度体系において必要な費用の負担のあり方を考えるに際しては、次世代育成支   

援が、「現在の子育て家庭に対する福祉」としての側面のみならず、将来の我が国の担   

い手の育成を通じた社会経済の発展の礎（未来への投資）という側面や、仕事と子育て   

の両立支援としての側面を有することを踏まえ、社会全体で重層的に支え合う仕組みが   

求められる。  

○ また、次世代育成支援に関する給付・サービスの目的や受益とそれらに対する費用負  

担のあり方が連動すべきものであることを踏まえ、国・地方自治体・事業主・個人が、それ  

ぞれの役害Ijに応じどのように費用を負担していくか、さらに踏み込んだ議論が必要である。  

（2）地方財政への配慮  

○ 保育所をはじめ子育て支援サービスの主たる実施主体である市町村の厳しい財政事  

情に配慮し、新制度体系への地方負担について財源の確保を図るなどにより、サービス  

水準を維持・向上させていくことを検討する必要がある。  

○ その際、地域特性に応じた柔軟な取組を最大限尊重しつつ、不適切な地域格差が生   

じないような仕組みを考える必要がある。  

○ 公立保育所の一般財源化による影響を踏まえた議論が必要である。  
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（3）事業主の貴用負担   

○ 事業主の責用負担を考えるに際しては、次世代育成支援の役割における、現在の労   

働者の両立支援としての側面、「将来の担い手の育成を通じた社会経済の発展の礎（未   

来への投資）」としての側面、企業の社会的責任の側面などを考慮するとともに、働き方   

と関連の深いサービスなど、個別の給付・サービスの目的・性格も考慮すべきである。   

（4）利用者負担   

○ 利用者負担について、給付費に対する負担水準をどうするか、その設定方法をどうす   

るか等は重要な課題であり、低所得層が安心して利用できるようにすることに配慮しつつ、   

今後、具体的な議論が必要である。  

（5）その他  

○ また、給付に対する社会全体（国・地方自治体・事業主・個人）の重層的負担、利用   

者負担に加え、多様な主体による寄付の促進方策についても検討すべきである。  

5 保育のサービス提供の仕組みの検討  

○ 希望するすべての人が安心して子どもを預け働くことができるように、全国どこにおいて   

もー定水準の保育機能が確保され、かつその質の向上が図られるとともに、保育の機会   
がそれぞれの事情に応じて選択できることを基本に考える必要がある。  

○ 保育のサーービス提供の仕組みについては、保育サービスを量的に拡大し、利用者の多   

様なニーズに応じた選択を可能としていくために、効率化を図っていく必要がある。併せ   

て、良好な育成環境の保障という保育サービスの持つ公的性格、更には情報の非対称   

性、質や成果の評価に困難が伴うこと、選択者（保護者）と最終利用者（子ども）が異な   

ること、子育て中の親が親としての役割を果たすための支援など保育サービス提供者と   

保護者の関係は単なる経済的取引で捉えきれない相互性を有することなどの保育サー   

ビスの特性を踏まえる必要がある。← この項目はとても重要な文章なので、もうすこしわ   

かりやすくお願いします  

○ 従って、今日のニーズに対応し、利用者の多様な選択を可能とするため、保育のサー   

ビス提供の仕組みについては、こうした対人社会サービスとしての保育サービスの公的性   

格や特性も踏まえた新しいメカニズム（完全な市場メカニズムとは別個の考え方として、こ   

こでは「準市場メカニズム」と呼ぶ。）を基本に、新しい仕組みを検討していくことが考えら   

れる。←この準市場メカニズムは保育サービスにだけ適応されるものなのか、子育て支   

援サービス全体に適応されるものなのか？  

○ 保育サービスの必要性については、現状では、各市町村が条例に基づき「保育に欠け  
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る」旨の判断を行っているが、より普遍的に仕事と子育ての両立を支援する観点から、ま  
た、地域によって判断が異なることなく全国どこでも保育サービスが保障されるよう、客観  

的にサービスの必要性を判断する新たな基準を導入するなど、保育サービスの利用要  

件のあり方を検討する必要がある。  

○ 保護者とサービス提供者の契約など利用方式のあり方についても、「準市場メカニズ   

ム」の考え方を踏まえつつ、利用者の多様なニーズに応じた選択を可能とする方向で、   

保育をめぐる需給バランスの改善とも並行して、さらに検討していく必要がある。  

○ その際、保護者は基本的に子どものために選択を行うと期待されるが、保護者と子ども   

の利益が一致しない場合に子どもの利益を配慮すること、保育支援の必要度が高い子ど   

もの利用が損なわれないこと、サービス提供者による不適切な選別がなされないこと等、   

保育サービスの提供の責任を有する市町村等が適切に関与する仕組みや、保護者の   

選択に際しての判断材料として機能しうる情報公表や第三者評価の仕組み等を併せて   

検討することが必要である。  

○ また、これらの新しい仕組みを導入する場合には、新たな基準により保育サービスの必   

要性が認められた保護者が、それぞれの事情に応じて保育サービスを選択できるだけの  

「量」が保障されること、また、それを裏付ける財源の確保がなされること不可欠である。  

○ さらに、保育サービスが、基本的に利用する保護者の生活圏で提供され、地域との関   

わりが密接であることにかんがみ、地方公共団体が、地域の保育機能の維持向上や質   

の向上に適切に権限を発揮できる仕組みが必要である。  

○また、待機児童がいる都市部と、過疎化が進み厳しい財政状況の中でやっと保育機能   

を維持している地域とでは、問題の質や、取り組むべき内容、対応方法が異なることに   

留意が必要であり、都道府県、国は実情に合わせた柔軟で適切な支援を行う必要があ   

る。  

○ 幼稚園と保育所については、現行の幼稚園による預かり保育の実施状況や、認定こども   

園の制度運用の検証も踏まえ、関係府省間において連携を図りながら、就学前保育・教   

育施策のあり方全般に関する検討が必要である。  

6 すべての子育て家庭に対する支援等  

○ 新制度体系における対象サービスを考えるに際しては、保育サービス等の仕事と子育   

ての両立に関わるもののみならず、妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、   

家庭訪問事業等、すべての子育て家庭に対する支援も同時に重要であり、その量的拡充、   

質の維持・向上、財源のあり方を考えていく必要がある。   



○ 子どもが病気になったときにできる限り保護者が仕事を休める働き方の見直しが必要で   

あるが、病児・病後児保育については、現状では、箇所数が限られており、誰もがどこに住   

んでいても必要な時に利用できる実情にはない。就業継続に関して非常に重要な意義を   

有していることにかんがみ、保護者、事業主等との理解・協力のもと、その拡充が必要であ   

る。  

○ 新しいメカニズム導入にあたり、選択者（保護者）と最終利用者（子ども）が異なることや   

親の成長の支援等の必要性を踏まえ、地域の様々な次世代育成支援の取組を把握し、   

親の子育てを支援するコーディネーター的役割を果たす体制についても検討すべきであ   

る。  

○ 育児休業の取得促進には育児休業給付が重要であるなど、現金給付についても議論   

が必要である。  

7 多様な主体の参画・協働  

○ 利用者の視点に立った制度の見直し、運用改善を継続的に図っていく仕組みを検討す   

べきである。  

○ 新制度体系に基づく次世代育成支援は、保護者、地域の高齢者、NPO、企業など、多   

様な主体の協働・参画により、地域の力を引き出して行っていくべきである。  

○ サービスの担い手としては、依然として行政や社会福祉協議会などの半公的な主体が   

大半を占めているものもあり、新規参入のNPOや企業は参入しづらい現状がある。今後   

は、多様な主体の参画に向けた検討がなされるべきである。  

○ 親を一方的なサービスの受け手としてではなく、相互支援や、サービスの質の向上に関   

する取組などに積極的に参画を得る方策を探るべきである。  

8 特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する配慮  

○ 新制度体系の設計に当たっては、虐待を受けた子どもや社会的養護の下にある子ども、   

障害児など特別な支援を要する子どもや家庭に対する配慮を包含することが必要であ   

る。  

○社会的養護の下にある子どもたちが家庭的環境や地域社会とのつながりのなかで生活が   

できるよう、社会的養護サービスの小規模化や地域化が必要とされる。また、新制度下に   

おける子育て支援サービスと社会的養護サービスとの連結に配慮した仕組みとすることが   

必要である。   



○新制度体系におけるサービスを考えるに際しては、障害を有する子どもやその保護者が   

地域のなかでともに生活ができるよう、それらの親子が利用しやすいものとする配慮が必   

要とされる。  

○新制度体系におけるサービスを考えるに際しては、現在、子育て支援サービスが市町村、   
社会的養護サービスが都道府県となっている体制が子どもや保護者に及びサービスの   

質・量の整備に与えている影響について、十分な検証を行うべきである。  

9 働き方の見直しの必要性・‥仕事と生活の調和の実現  

○ 少子化の流れを変えるためには、子育て支援に関する社会的基盤の拡充だけではなく、   

働き方の見直しによる「仕事と生活の調和」の実現を車の両輪として進めていくことが必要   

である。  

○ 特に、延長保育や病児・病後児保育など、働き方の見直しが不十分であるが故に、本   

来的なニーズ以上に必要とされているものもあり、サービスの拡充と同時に、両親がともに   

家庭における子育ての役割を果たしうるような働き方の見直しが不可欠である。  

○ このため、昨年末に策定された「仕事と生活の調和（ワークうイプリマランス）憲章」及び  

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づき、仕事と生活の調和の実現に向け   

た取組を進めるとともに、仕事と子育てを両立できる環境整備に向けた制度的対応を含   

めた検討を進めるべきである。この際、地方公共団体が見直し予定の後期行動計画等に   

おいても働き方についての検討を深め、実効性のある計画にする必要がある。  

終わりに   

当部会の次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方は以上で  

あるが、今後、サーービスの利用者、提供者、地方公共団体、事業主など多くの関係者の意見  

を聞きながら、国民的な議論を行い、投入される財源の規模に応じた進め方に留意しつつ、そ  

の具体的制度設計について、国民的な理解・合意を得ていく必要がある。  

←このトーンだと、「いろんな人の意見を聞いてやっていきます」といったニュアンスが強いので、  

もう少しこの部会としてはこう思う！こうやるべき！といったものを熱く語っていただいたほうがよ  

いのではないでしょうか。   



2008年5月15日  

社会保障審議会少子化対策特別部会   

大日向部会長殿  

日本経済団体連合会少子化対策委員会  

企画部会長  福 島 伸 一  

2008年5月14日にご送付いただいた「次世代育成支援のための新たな制度体  

系の設計に向けた基本的考え方（案）」について、以下のとおり、意見を追加い  

たします（⊃  

1．サービスの量的拡大（1）「質」が確保された  「量」の拡充（p3）   

添付意見でも述べたとおり、大都市圏における保育サービスの確保、待機児  

童対策への対策は早急に取り組まねばならない課題である。   

そこで、P3（1）の第3パラグラフの最後に「とりわけ、大都市圏等、待  

機児童の多い地域については、早急かつ重点的に施策を講じる必要がある」旨  

を挿入し、、課題の緊急性について改めて言及すべきである。  

2．財源・費用負担（1）社会全体による費用負担（   

会合および添付意見でも述べたとおり、少子化対策は、広く国民が税金で負  

担（公費負担）していくことが基本と考えられる。   

そこで．、P4（1）の冒頭に「人口減少に対応し、経済社会の持続的な発展  

を図ることは、国の基本的な役割である」旨の基本的な理念をまず明記するこ  

と、「1－（3）を鑑み」を「社会全体で重層的に支え合う仕組みが求められる」  

の前に挿入するなど、国の取組みを基本としつつ、各主体が協力をしていくこ  

とを明らかにすべきである。   

3．働き方の見直しの必要性‥仕事と生活の調和の実現（p8）   

第3パラグラフに、「育児期の短時間勤務制度の普及・促進や男性の育児休業  

の取得促進のため」と追加されているが、第4パラグラフの例示とも重複感が  

あるので、整理を要する。   

さらに、第4パラグラフに、「長時間の正社員か、短時間の非正規かといった  

働き方の二極化を迫る」との表現があるが、労働者自身の自発的選択や扶養控  

除等の制度要因等もある。また、働き方には多様性だけでなく、柔軟性も重要  

である。そこで、第4パラグラフについては、「仕事と生活の調和憲章」を参考  

に、下記のような修文を求める。   

○また、出産・子育て期の女性に「出産■育児と仕事との両立など、個人の置  

かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方を選択できるようにするとともに、」公  

正な働き方を実現することが重要である。  

以 上  

添付資料こ素案に対する意見（5月12日提出）   



【添付】   

社会保障審議会少子化対策特別部会   

大日向部会長殿  

2008年5月12日  

日本経済団体連合会少子化対策委員会  

企画部会長   福 島 伸 一   

1．基本認識（  2）について  

次世代育成の新しい制度には、包括性・体系性が求められるとする考え方に  

賛同するところであり、厚生労働省と関係省庁が十分な連携を図りながら進め  

ていただきたい。   

たとえば、経済的支援については、児童手当と扶養控除との関係の整理・一  

体化、就学前の子育て支援のあり方として、認定こども園等での「二重行政」  

の解消などに国民的議論をしたうえで取り組んでいくことが必要だと考える。  

2．財源・費用負担（3）事業主の費用負担   

5月9日（金）の会合でも述べたところだが、少子化対策は、国力・国を富ま  

すという観点から「将来の担い手育成を通じた社会経済の発展の礎（未来への  

投資）」という側面があるからこそ、広く国民が税金で負担（公費負担）してい  

くことが基本と考えられる。その基本を守りながら国、地方公共団体、事業主、  

国民それぞれの今後の役割を踏まえながら、費用負担を含め、相互に連携して  

取り組むことが必要である。   

とりわけ少子化対策にお・ける企業の役割の基本は、仕事と生活の調和を自主  
的に推進するところにあると考えている。  

3．サービスの質の維持・向上（2）保育サービス（   

大都市圏における保育サービスの確保、待機児童対策への対策は早急に取り  

組まねばならない課題である。確かに、質の確保は重要ではあるが、財源も限  

られている中で多様な保育サービスを量的に確保するためには、地域の事情を  

反映した形での認可基準を採用するなど柔軟な対応が必要だ。また、有資格者  

でなければならないというだけでなく、子育て経験者などをうまく組み合わせ  

ていくという発想も重要だと考える。  

4．保育のサービス提供の仕組みの検討（   

新しい保育サービス提供の仕組みを導入する場合に、財源確保がなければま  

ったく一歩も前に進まないというのでなく、限られた財源の中でも、効率化を  

図る中で実現できるところから着手していくことが必要だ。   

また、基本的な方向性として、利用者が直接契約できるようにしていくこと   



が重要だと考える。  

以 上   



少子化対策特別部会「基本的考え方（素案）」についての意見  2008／05／12  

日本テレビ報道局  宮島香港   

第8回会議に示されました「基本的考え方」について、会議での発言を補足し、具体  

的な修正案などを提出いたします。よろしくお願いします。  

素案の文章の修正提案  

＜意見1＞  

7頁   「7 多様な主体の参画」  

O「親を一方的なサービスの受け手としてではなく相互支援やサービスの質の向上に  

関する取り組みなどに積極的に参画を得る方策を得るべきである」を「自治体にお  

ける保育施策の決定過程や現場などにおいても、親を一方的なサービスの受け手として  

ではなく、相互支援やサービスの質の向上に関する取り組みなどに積極的に参画を得る  

方策を得るべきである。」と修正していただけますようお願い致します。  

（理由）   

ここ数年の保育所の民営化の評価は施設によってもまちまちですが、地域におい  

て、この重要な転換の説明とプロセスの部分で問題が散見されました。子供の保育  

環境の大きな変化にもかかわらず、保護者への説明が遅かったり、保護者に決定だ  

けが伝えられ、何を言っても無駄、と感じさせる状況もありました。自治体での子  

育て施策の決定・審査の議論（児童福祉審議会など）を市民参加型（実態として）にし、  

十分に公開し、保護者の意見が十分に検討されるべきと考えます。最近は行き過ぎた親  

の要求が「親のワガママ」と捕らえられる側面もあるのですが、多くの常識的な保護者  

の意見を反映しつつ子育て支援政策を進める姿勢と体制づくりを自治体に構築してほ  

しいと思うからです。  

＜意見2＞  

（意見の2と3は前回発言した「支援の対象を広げる」という主旨に関してです。）  

2頁   「■2 サービスの量の拡大について」   

○（2）「量」の拡充に向けた視点・留意点について  

「○ 保育サービス等の抜本的な「量」の拡充を実現するためには、認可保育所の   

拡充を基本としつつ、・・・・・ ・」   



→下線部のように  

O 「保育サービス等の抜本的な「量」の拡充を実現するためには、認可保育所の  

拡充、塾可外保育所やサービスへの支援、を基本としつつ、多様な… … 」   

（理由）   

現行では様々な入所要件に制約のある「認可保育所」をベースにした制度の拡充の  

みでは、受け入れ体制の問題解決にならないと考えます。認可保育所が不足している穴  

を認可外保育所などが埋めている現状を踏まえると、認可保育所に加えこれらの施設も  

支援していくことで、量的拡大や質的底上げをし、新制度体系で目指そうとする「すべ  

ての子供の健やかな育ちの支援」を実現していくべ きです。  

＜意見3＞  

4頁「3 サービスの質の維持・向上  

○（2）保育サービス  

「○ 保育サービスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、   
● ●  

●」  

→下線部のようにと考えます。  

「○ 保育サービスの「質」を考えるに際しては、これまでの認可保育所や認可  

外保育所の枠組みにとらわれず、孝脚施され  

ている創意工夫の成功的な取組を参考に、．．保護者やその子供のニーズに合った多様  

なサービスを実践し、… ・」   

（理由）  

保育サービスの質を上げるためには、認可保育所のみの環境を改善すればよいと  

いうものではないと思います。量の拡充のところでも示したように、認可保育所が不足  

している穴を認可外保育所などが埋めている現状をふまえると、現在認可保育所より  

財政支援が少ないこれらの施設を支援していくことで、量的拡大や質的底上げし、保護  

者の不公平感を減じ、制度体系で目指そうとする「すべての子供の健やかな育ちの支援」  

を実現していくべきだと考えます。よって、まずは、ニーズを反映した認可園の在り方  

を検討することと併行して、認可外の質の底上げも含めた財政的な支援を行うことが  

保育サービスを全面的に充実していく上で有効であると思います。   



＜意見4＞ 追加提案（会議での発言に即して）   

多様な保育サービスを目指すとしながらも、認可イ呆育所のことが中心になっている印  

象があり、放課後事業や認定こども園等、省庁の連携が必要なことにも明記が少ない  

と感じます（⊃ そこで、以下の点を追記していただきたいと思います。   

○ 認定こども固や放課後事業（学童保育や地域こども教室）についても、地域の実  

情に応じてNPO等を含めた様々な担い手が事業に取り組んでいる実態を踏まえ、関係  

省庁や地方自治体とも連携の上、保護者やその子供のニーズ本位のサービスを行えるよ  

う、従来の管轄にとらわれない、制度面予算面等における柔軟な支援体制を構築するこ  

とが重要である。   

（理由）  

厚労省からは、素案は「全体のサービスにかかっている」とのご説明でしたが  

病児保育、延長保育、夜間保育、ファミリーサポートサービスや認定こども固、  

放課後事業についても検討対象だと、はっきり伝えたいためです。  
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文言修正以外の追加意見   

少子化対策特別部会で、保育、特に「受け入れ施設」の話が多かったこともあり  

問題意識をもつ、労働に関する発言の機会を逸していました。  

私自身、部会で唯一の民間企業に勤める現役小学生持ちマザー、悩める労働者ですので、  

現在私から見える子育てと労働の現状をお伝えしたいと思いました。働き方を行政手段  

のみから変えるのは難しいのですが、複雑になる企業の現場に対して、両立支援の立場  

からの「働き方の見直し」をさらにしっかり打ち出していただきたいです。  

＜意見5＞  

子供の受け入れ先を増やしても、子供を持っかを悩む夫婦の最低限のハードルをひ  

とつなくしただけで根本は解決されず、働く環境が鍵です。私が意見を申し述べた「親  

の施策決定への関与」も、親がぎりぎりで労働育児をしている現状のままで求めれば、  

親の負担を増やしさらに追い詰めることにもなりうると感じています。  

「働き方の見直し」は、親が自分だけでできるわけはなく、企業・雇用側へのアプロー  

チをもう少し明確にしたいと思います。育児休業制度やさまざまな制度の利用は、まだ、  

公務員や大企業の被雇用者に多く、女性の雇用形態として比率を増している派遣・非正  

規雇用にまだまだ届いていない現状があります。少しずつ制度の改善が行われていると  

ころではありますが、両立支援には、安定的な雇用の実現と、雇用の形態を問わずに支  

援制度を利用できる環境の構築が必要と考えます。育児支援制度を利用できる被雇用者  

とそうでない被雇用者の二極化を危倶しており、両立の環境整備を「被雇用者全体に」  

広げる実質的な方策が必要です。   

また、「両立支援」というと育児休業制度が話題になりやすいのですが、育児休業は  

10年・15年続く育児のごく一部の期間の話で、より重要なのは、仕事再開後に労働  

者としても十分達成感をもちながら仕事と育児ができるかだと思います。いったん仕事  

をやめたりペースを落としても、再度戻れば能力がきちんと評価されるよう、次世代育  

成の視点からも「同じ働きに対する公正な賃金」と「均等的処遇」を改めて求めるべき  

と考えます。   

効率化や成果主義で余裕がなくなっている企業社会で被雇用者は、育児休業を取得で  

き子供が保育園に入れる幸運に恵まれたとしても、育休復帰後にもうひとつの二者択一  

を迫られていると思います。ひとつは、時に子供をかえりみないくらいに残業もして、  

社内キャリアを積む道。もうひとつは、キャリアトラックを変え、時に雇用形態も変え   



て、交代可能で比較的短時間で終了する仕事を続ける道。後者を選んだ場合、能力を出  

産前同様に生かせないことも多く、正社員から雇用形態を変えた場合には、以前と同じ  

質の仕事をしても給与が激減します。 企業がモーレツな働き方を前提に動く限り、正  

社員として短時間勤務制度が整ったとしても、それは職場の中で分断されたいわゆる  

「マミー・トラック」をつくるだけのことにならないか、心配があります。育児支援の  

施策は、男女の均等待遇と一緒でなければうまくいかないし、少なくとも、同質の価値  

の仕事を、時間だけ短時間、あるいは在宅で行うことを正当に評価することを前提とし  

ないと、本当に使える制度にならないと考えます。   

さらに女性、とくに仕事を一度中断した人の賃金が、高い能力があっても抑えられが  

ちなことは、夫の育児参加にも影響があります。女性と男性の賃金格差が大きい日本で  

は、男性の育児休業を奨励しても、経済上妻が育休を取る方が合理的な場合が多く、  

男性の育児休業取得は、ごく短期間か、妻が男性並みの給与を得ている夫婦のみになり  

がちです。母親仲間と話していて、夫婦間の給与・待遇の差が、夫に育児での分業を求  

めにくい土壌にもなっていると感じます。  

「労働に応じた公正な賃金」と「均等待遇」は、非正規雇用のカップルが希望するだけ  

の子供を持っためにも、出産後の女性の働き方の上でも非常に重要だと考えています。  

こうしたことやこれまでの議論をふまえ、「働き方の見直し」の項目を増やす方向で検  

討いただきたいと思います。  

国民的合意について  

＜意見6＞   

「国民の理解・合意のための取り組み」をもっと強調し、別項目をたてることも考え  

られないでしょうか。  

日本で少子化対策が「必要だ」という合意は全体としてはあると思うのですが、  

政治や識者の議論でも「実態をわかっていない」と感じることがありますし、  

中小企業の幹部など、状況が正確にわからないから辛がっけられないところもあると思  

います。財源確保の意味でも、子育て支援が切実なのは世代が限られるため、  

年金・医療・介護などに比べ発言力が 弱くなりがちです。  

清原委員のご意見のように、検討過程のPRを強化したいところです。  

以上   



次世代育成支援ための新たな制度体系の設計に関して（私見Ⅱ）  

「遊育」代表取締役 吉田正幸   

次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に関して、5月9日の会議で示された「基本的考え方」  

を踏まえつつ、以下のとおり意見を申し述べます。  

〔総論〕   

少子化対策特別部会の議論の一つの前提である「子どもと家族を応援する日本」重点戦略のポイント  

は、「仕事と生活の調和の推進」及び「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」にある。この2つは、  

ニワトリとタマゴの関係ではないが、両者が相まって初めて有効な政策となる。   

例えば、サービスの量的拡大を目指す場合、保育サービスーつをとってみても、相当数の保育従事者  

が必要になると予測されるが、ワークライフバランスの実現によって育児休業取得者が増えれば、①ゼ  

ロ歳児保育のニーズが減少し、②それに携わる保育従事者が1歳児以上の保育を担当することができ、  

③新たな人材確保の必要性を低減できる－といったことが想定される。極論すれば、基準上は3万人  

の乳児に1万人の保育者が必要とされるが、これがゼロになれば、1万人の保育者が30万人の5歳児  

の保育に携わることができる。あるいは、子どもの看護休暇が保障されれば、病児・病後児保育のニー  

ズを減少させることができる。（もちろん、その場合であっても、必要な人に対してゼロ歳児保育や病  

児・病後児保育を保障することを担保するという前提は崩さない）   

従って、「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計」に当たっては、常にワークライフバラン  

スとの相関関係を念頭に置きながら、両者の相互補完的な役割を十分に踏まえた上で、制度設計を行う  

必要がある（部分最適に陥らず全体最適を目指す）。   

なお、企業等の事業主負担の在り方も課題になっているが、育児休業や子どもの看護休暇などワーク  

ライフバランスを実現できる企業は、目に見えない事業主負担に貢献していると捉えることもできる。  

そうした企業等に対して税制その他の面で一定の優遇措置を講じることも、次世代育成支援のための新  

たな制度体系の設計の中で考慮することがあってもいいのではないか。  

〔基本的認識について〕   

「未来への投資」に関して、「現在の子育て家庭に対する福祉」としての側面だけでなく、「将来の我  

が国の担い手の基礎となる」側面も指摘しているが、これに加えて、健やかな子どもの育ちを支援する  

ことが、健康の増進や問題行動の減少、教育効果、就労意欲の増加などに寄与し、その後の社会的コス  

トを引き下げる効果があるということも強調すべきである。即ち、十分な初期投資をすることで結局は  

トータルコストの減少につながるという国民的なコンセンサスを得ながら、社会全体による費用負担を  

求める必要がある。   

また、新制度体系に求められる要素として、「包括性・体系性」「普遍性」「連続性」を挙げているが、  

これに加えて、「総合性」（様々なサービスを効果的・効率的に組み合わせ、企業やNPO等も含めた総  

合的なシステムを構築すること）という要素も挙げていただきたい。その視点から、現金給付と現物給  

付のバランス・プライオリティの在り方や、保育サービスと子育て支援サービス、男性の育児参加（働  

き方の見直し）、さらには幼稚園等の教育サービスとの総合的なバランスを考える必要がある。   

さらに、「専門性」や「安定性」という要素も考慮していただきたい。「専門性」によってサービスの  
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質の維持・向上という視点を強調し、「安定性」によって持続可能なシステムやセーフティネットの構  

築という視点が明確になるのではないかと考える。  

〔サービスの量的拡大及び質の維持・向上について〕   

都市と地方の問題については、ある程度触れられているが、量的拡大は主として都市部の課題であり、  

過疎化と財政難に苦しむ地方にとってはサービスの持続可能性（その意味での質の維持・向上）のほう  

が課題となる。従って、新たな制度体系の設計に際しては、地方の様々な事情にも配慮し、地域活性化  

という観点からも次世代育成支援を有効に機能させる方策の検討を盛り込むべきだと考える。   

このほか、少子化の進行に伴い、若年労働人口の不足が予想されるが、質と量の両面において保育者  

の人材確保が極めて重要な課題になると考えられる。これに関して、保育者の需給見通しをシミュレー  

ションしながら、処遇や職員配置の改善、養成・研修の在り方の見直しなど、保育人材の確保・質の向  

上について総合的な対策を講じる必要がある。  

〔保育のサービス提供の仕組みの検討について〕   

保育サービスにおける「保育に欠ける」要件の見直しや契約制の導入に関しては、規制改革などが求  

める市場原理とは異なる考えに基づいていることを明示した上で、「すべての子どもの健やかな育ちの  

支援」や「普遍性」といった視点から、サービス提供者と利用者（子ども・保護者）の双方にとって検  

討に値するという方向を示したほうがいいのではないか。その際、双方にとって（特に子どもにとって）  

懸念されるリスクを想定し、そのリスクを回避するセーフティネットの構築の必要性を強調すべきであ  

る。   

また、基本的に「準市場メカニズム」という考え方は妥当だと考えるが、保育所関係者の中には規制  

改革等が唱える市場原理に「準ずる」という誤解を招く恐れも多分にあるので、そうした誤解を与えな  

いような表現に改めたほうがいいのではないか。例えば、「新しいメカニズム（完全な市場メカニズム  

とは別個の考え方として、ここでは「準市場メカニズム」と呼ぶ。））という表現を、「新しいシステム  

（完全な市場メカニズムとは別個の考え方として捉える。）」や、「新保育システム」 、「新しい公的保育  

システム」と言い換えるなど。   

このほか、「包括性・体系性」「連続性」（さらには「総合性」）といった観点から、保育サービス提供  

の仕組みの検討に関しては、保育サービスだけでは完結せず、他の子育て支援サービスやワークライフ  

バランスとの関係を考慮することも大切である旨の記述があったほうが望ましいと考える。  

〔その他〕   

「すべての子育て家庭に対する支援等」において、 「コーディネーター的役割を果たす体制について  

も検討すべきである」との記述があるが、これに関しては保育サービスを利用する場合も含めて（特に  

契約制を検討する場合）、ソーシャルワーカー的な役割やコーディネーター的な役割（必要に応じて主  

任児童委員やカウンセラーの役割も含めて）を果たせるような「ファミリーワーカー」（仮称）を創設  

し、市町村単位に配置することも検討するべきだと考える。   

このほか、親の就労によって「保育に欠ける」場合だけでなく、家族構成（ひとり親など）や親の養  

育力（育児放棄、虐待など）、地域における人間関係（孤立化など）といった家庭・地域の状況も、子  

どもの健やかな育ちにとってはマイナス要因となっていることを踏まえて、「保育に欠ける」要件を子  

どもの視点から見直す必要がある。  
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